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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の２次元画像を使用して１つの管状臓器を血管撮像装置が３次元再構成（３ＤＲ）
する方法であって、
　血管網の第１画像を表示する工程、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　血管網の少なくとも第２画像を表示する工程、
　注目血管を第２画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
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　前記偽エッジを除去する工程は、
　注目血管の内側の経路である１次中心線に平行な注目領域を定義する工程、
　注目血管に隣接する少なくとも一つの画素データクラスタを検出する工程であって、各
画素データクラスタは、当該画素データクラスタを取り囲む画素データの輝度レベルより
も大きい所定の輝度レベルを有する工程、
　各クラスタ内の任意の画素を選択する工程、
　各クラスタの任意の各画素の注目領域に隣接するレーン上に設けられる第２画素を選択
する工程、及び
　複数の任意の画素と、対応する第２画素とを結ぶことにより注目血管のエッジを定義す
るためにバリア線を設定する工程を含み、注目血管の各エッジをトレースする工程では、
トレースエッジが各バリア線を避ける血管撮像装置の作動方法。
【請求項２】
　複数の２次元画像を使用して１つの管状臓器を血管撮像装置が３次元再構成（３ＤＲ）
する方法であって、
　血管網の第１画像を表示する工程、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　血管網の少なくとも第２画像を表示する工程、
　注目血管を第２画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
　前記偽エッジを除去する工程は、
　一連の疑わしい点を設定する工程であって、複数の第１距離を、少なくとも一つの１次
トレースエッジ上の複数の開始点の各々と、注目血管の内側の経路である１次中心線に沿
って位置する対応する最近接点との間に設定する工程と、複数の第２距離を、１次中心線
上の複数の点の各々と前記少なくとも一つの１次トレースエッジ上に位置する対応する最
近接点との間に設定する工程と、１次中心線からの変位を第２距離及び第１距離の絶対値
差として求める工程とを含む工程、
　各エッジ点の勾配絶対値に反比例する勾配コスト関数を求める工程、
　１次中心線からの変位及び勾配コスト関数を合計した合成関数を求める工程であって、
合成関数が予め定義される値よりも大きくなると、対応するエッジ点が隆起の隆起点とし
て決定される工程、
　複数の接続隆起点及び注目血管に隣接する切断線によって定義される隆起面積を求める
工程であって、切断線は、隆起面積と切断線長の累乗との比を最大にする線を含む工程、
及び
　隆起をエッジから切断線の位置で切断して最終エッジを形成する工程を含む血管撮像装
置の作動方法。
【請求項３】
　複数の２次元画像を使用して１つの管状臓器を血管撮像装置が３次元再構成（３ＤＲ）
する方法であって、
　血管網の第１画像を表示する工程、
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　注目血管を第１画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　血管網の少なくとも第２画像を表示する工程、
　注目血管を第２画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程、及び
　複数の点を含む注目血管の中心線を求める工程を含み、
　前記注目血管の中心線を求める工程は、
　注目血管の最終トレースエッジを求める工程、
　各ペアが各エッジ上に１つの点を含む起点ペアを求める工程、
　起点ペアを探索することにより断面線を求める工程であって、これらの起点を結ぶと中
心線に直交する断面線が形成される工程、
　起点を使用して各エッジを複数のセグメントに分割する工程であって、各セグメントに
関して、これらのエッジの間の対応関係が、各エッジのそれぞれの点が反対側エッジ上の
少なくとも一つの点ペアを含む形で構築され、隣接点の間の距離の合計が最小である工程
、及び
　複数のセグメントの中心を結んで中心線を求める工程を含む血管撮像装置の作動方法。
【請求項４】
　複数の２次元画像を使用して１つの管状臓器を血管撮像装置が３次元再構成（３ＤＲ）
する方法であって、
　血管網の第１画像を表示する工程、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　血管網の少なくとも第２画像を表示する工程、
　注目血管を第２画像上にて識別するための入力を受信する工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
　前記密度測定値を求める工程は、
　注目血管の少なくとも一つのエッジに平行な複数のプロファイル線を設定する工程、
　注目血管及び隣接領域を覆うパラメータ座標を設定する工程であって、パラメータ座標
は、注目血管の長さに沿った注目血管の第１パラメータ、及び注目血管と交差する方向の
注目血管の変化を制御するための第２パラメータを含む工程、
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　複数の該当する階調値であって、プロファイル線の関数として求められる階調値を取得
するために、座標を使用して画像をサンプリングする工程、
　注目血管の外側で検出される閉塞構造であって、パラメータの顕著な極小値として検出
される閉塞構造を全て取り除く工程、
　注目血管の内側で検出される顕著な極小値を全て取り除く工程、
　注目血管の各側で注目血管を横切る方向に階調値を個別に平均化する工程、
　注目血管の内側の座標上で線形バックグランド推定値を求める工程、及び
　取り除いた顕著な極小値を使用して断面積を求める工程を含む血管撮像装置の作動方法
。
【請求項５】
　注目血管は、動脈、静脈、冠動脈、頸動脈、肺動脈、腎動脈、肝臓動脈、大腿動脈、腸
間膜動脈、及び他のいずれかの管状臓器からなる群から選択される請求項１乃至４のいず
れか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項６】
　前記統合断面積の測定値を求める工程は、
　複数の健康な直径を、物理基準として使用される注目血管に沿って求める工程、
　前記物理基準を使用して、データの主要部分、直径値及び断面積値を物理単位に正規化
する工程、及び
　データの主要部分を１つの面積測定値に統合し、各ソースデータをデータの信頼度に従
って重み付けする工程を含む請求項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動
方法。
【請求項７】
　前記重み付けする工程は、視線配置及び３Ｄ血管構造の少なくとも一方の関数として計
算される請求項６に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項８】
　前記注目血管を識別するための入力は、狭窄の概略位置をマーキングするための第１点
、狭窄の近位に位置する第２点、及び狭窄の遠位に位置する第３点の３つの点からなる請
求項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項９】
　前記注目血管を識別するための入力は、第１及び第２画像の内の少なくとも一つの画像
に関する２つの点のマーカを含み、２つの点の内の一方の点は狭窄の近位部分のいずれか
に位置し、かつ他方の点は狭窄の遠位部分のいずれかに位置する請求項１乃至４のいずれ
か一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１０】
　マーカは、第１画像のための２つの点、及び第２画像のための１つの点を含み、２つの
点の内の一方の点は狭窄の近位部分のいずれかに位置し、かつ他方の点は狭窄の遠位部分
のいずれかに位置し、更に一方の点は第１画像上に自動的に識別される起点である請求項
９に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１１】
　偽エッジの除去は、注目血管に隣接する一つ以上の気泡を無視する工程を含む請求項１
乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１２】
　偽エッジの除去は、注目血管に沿った一つ以上の隆起を検出する工程及び除去する工程
の少なくとも一方を含む請求項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法
。
【請求項１３】
　前記密度測定値を求める工程は、バックグランドによる影響を除去する工程を含む請求
項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１４】
　反復回帰関数を注目血管の健康な部分にわたって用いて健康な血管の寸法を求める工程
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を更に含む請求項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１５】
　各反復において、前記反復回帰関数に関連する最新の回帰線の勾配が、前記注目血管の
寸法のデータを用いて算出された回帰線の勾配と予め定義された回帰線の勾配との重み付
け合計として計算され、前記重み付けの係数は、前記算出された回帰線の勾配の周りのデ
ータの分布によって変化する請求項１４に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１６】
　前記注目血管の３次元再構成を求める工程は、
　第１画像の中心線の複数の点に関する従来のエピポーラ距離ｐ１を求める工程、
　第２画像の中心線の複数の点に関する従来のエピポーラ距離ｐ２を求める工程、及び
　δが一つ以上の目印点の対応関係を構築する平滑化補正関数である場合に、ｐ２ｎｅｗ

＝ｐ２＋δに従ってｐ２を再度求める工程を含む請求項３に記載の血管撮像装置の作動方
法。
【請求項１７】
　断面積グラフ及び病変解析測定値の少なくとも一方を含む注目血管の定量解析結果を表
示する工程を更に含む請求項１乃至４のいずれか一項に記載の血管撮像装置の作動方法。
【請求項１８】
　複数の２次元画像を使用して１つの注目血管を３次元再構成（３ＤＲ）するシステムで
あって、
　血管網の第１画像及び血管網の第２画像、並びに注目血管の３次元再構成を表示するデ
ィスプレイと、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力、及び注目血管を第２画像上にて識別す
るための入力を受信する入力手段と、
　コンピュータへの命令を含む一つ以上のアプリケーションプログラムを動作させるよう
に構成されるプロセッサとを備え、
　前記コンピュータへの命令は、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
　前記偽エッジを除去する工程は、
　注目血管の内側の経路である１次中心線に平行な注目領域を定義する工程、
　注目血管に隣接する少なくとも一つの画素データクラスタを検出する工程であって、各
画素データクラスタは、当該画素データクラスタを取り囲む画素データの輝度レベルより
も大きい所定の輝度レベルを有する工程、
　各クラスタ内の任意の画素を選択する工程、
　各クラスタの任意の各画素の注目領域に隣接するレーン上に設けられる第２画素を選択
する工程、
　複数の任意の画素と、対応する第２画素とを結ぶことにより注目血管のエッジを定義す
るためにバリア線を設定する工程を含み、注目血管の各エッジをトレースする工程では、
トレースエッジが各バリア線を避けるシステム。
【請求項１９】
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　複数の２次元画像を使用して１つの注目血管を３次元再構成（３ＤＲ）するシステムで
あって、
　血管網の第１画像及び血管網の第２画像、並びに注目血管の３次元再構成を表示するデ
ィスプレイと、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力、及び注目血管を第２画像上にて識別す
るための入力を受信する入力手段と、
　コンピュータへの命令を含む一つ以上のアプリケーションプログラムを動作させるよう
に構成されるプロセッサとを備え、
　前記コンピュータへの命令は、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
　前記偽エッジを除去する工程は、
　一連の疑わしい点を設定する工程であって、複数の第１距離を、少なくとも一つの１次
トレースエッジ上の複数の開始点の各々と、注目血管の内側の経路である１次中心線に沿
って位置する対応する最近接点との間に設定する工程と、複数の第２距離を、１次中心線
上の複数の点の各々と前記少なくとも一つの１次トレースエッジ上に位置する対応する最
近接点との間に設定する工程と、１次中心線からの変位を第２距離及び第１距離の絶対値
差として求める工程とを含む工程、
　各エッジ点の勾配絶対値に反比例する勾配コスト関数を求める工程、
　１次中心線からの変位及び勾配コスト関数を合計した合成関数を求める工程であって、
合成関数が予め定義される値よりも大きくなると、対応するエッジ点が隆起の隆起点とし
て決定される工程、
　複数の接続隆起点及び注目血管に隣接する切断線によって定義される隆起面積を求める
工程であって、切断線は、隆起面積と切断線長の累乗との比を最大にする線を含む工程、
及び
　隆起をエッジから切断線の位置で切断して最終エッジを形成する工程を含むシステム。
【請求項２０】
　複数の２次元画像を使用して１つの注目血管を３次元再構成（３ＤＲ）するシステムで
あって、
　血管網の第１画像及び血管網の第２画像、並びに注目血管の３次元再構成を表示するデ
ィスプレイと、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力、及び注目血管を第２画像上にて識別す
るための入力を受信する入力手段と、
　コンピュータへの命令を含む一つ以上のアプリケーションプログラムを動作させるよう
に構成されるプロセッサとを備え、
　前記コンピュータへの命令は、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
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　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程、及び
　複数の点を含む注目血管の中心線を求める工程を含み、
　前記注目血管の中心線を求める工程は、
　注目血管の最終トレースエッジを求める工程、
　各ペアが各エッジ上に１つの点を含む起点ペアを求める工程、
　起点ペアを探索することにより断面線を求める工程であって、これらの起点を結ぶと中
心線に直交する断面線が形成される工程、
　起点を使用して各エッジを複数のセグメントに分割する工程であって、各セグメントに
関して、これらのエッジの間の対応関係が、各エッジのそれぞれの点が反対側エッジ上の
少なくとも一つの点ペアを含む形で構築され、隣接点の間の距離の合計が最小である工程
、及び
　複数のセグメントの中心を結んで中心線を求める工程を含むシステム。
【請求項２１】
　複数の２次元画像を使用して１つの注目血管を３次元再構成（３ＤＲ）するシステムで
あって、
　血管網の第１画像及び血管網の第２画像、並びに注目血管の３次元再構成を表示するデ
ィスプレイと、
　注目血管を第１画像上にて識別するための入力、及び注目血管を第２画像上にて識別す
るための入力を受信する入力手段と、
　コンピュータへの命令を含む一つ以上のアプリケーションプログラムを動作させるよう
に構成されるプロセッサとを備え、
　前記コンピュータへの命令は、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第１画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第１画像における注目血管の第１半径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血
管のエッジをトレースする工程、
　第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って
求める工程、
　注目血管の３次元再構成を求める工程、及び
　前記第１半径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定
値より得られた注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管
に沿って求める工程を含み、
　前記密度測定値を求める工程は、
　注目血管の少なくとも一つのエッジに平行な複数のプロファイル線を設定する工程、
　注目血管及び隣接領域を覆うパラメータ座標を設定する工程であって、パラメータ座標
は、注目血管の長さに沿った注目血管の第１パラメータ、及び注目血管と交差する方向の
注目血管の変化を制御するための第２パラメータを含む工程、
　複数の該当する階調値であって、プロファイル線の関数として求められる階調値を取得
するために、座標を使用して画像をサンプリングする工程、
　注目血管の外側で検出される閉塞構造であって、パラメータの顕著な極小値として検出
される閉塞構造を全て取り除く工程、



(8) JP 5129480 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

　注目血管の内側で検出される顕著な極小値を全て取り除く工程、
　注目血管の各側で注目血管を横切る方向に階調値を個別に平均化する工程、
　注目血管の内側の座標上で線形バックグランド推定値を求める工程、及び
　取り除いた顕著な極小値を使用して断面積を求める工程を含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療画像システムに関し、詳しくは例えば血管造影法に使用される医療画像シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血管、例えば動脈における狭窄は、動脈の内壁にプラークが形成されることに起因して
動脈内腔が狭くなる現象を指す。狭窄の重症度は、プラークによって塞がる内腔の断面積
の大きさによって変わる。動脈の狭窄が体のいずれかの動脈（例えば頸動脈）に生じると
、心臓の動脈、すなわち冠動脈の狭窄（冠動脈心臓疾患）の検査に関心が大きく注がれて
きた。というのは、これらの動脈の狭窄は心臓発作の主原因の一つであるからである。従
って、冠動脈血管造影法は、冠動脈を検査して、生じ得るあらゆる狭窄の重症度を判断す
る（すなわち、狭窄動脈を見付け出す）プロセス（及び関連システム）を指す。
【０００３】
　動脈を撮影するために、カテーテルが患者の腕または脚の動脈に挿入されて最終的に冠
動脈に達する。冠動脈に達すると、動脈が例えばＸ線血管造影システムを使用して撮影さ
れ得るように、放射線不透過性物質が当該部位に注入される。
【０００４】
　システムは動脈の「スナップショット」（すなわち、血管映画撮影法による複数のフレ
ーム画像（ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｉｃ　ｃｉｎｅ－ｒｕｎｓ））を幾つかの異なる透視方
向から撮り、検査対象の一つ以上の動脈網の完全な視線画像を取得する。また、狭窄は動
脈の軸に対して非対称であることが多いことから、少なくとも２つの画像、更に好適には
動脈軸に直交する少なくとも２つの画像を異なる透視方向（好適には直交する透視方向）
から取得して狭窄の重症度を評価する必要がある。しかしながら、血管の純粋な直交透視
画像を取得するのは一般的に非常に難しい。
【０００５】
　従って、透視位置の決定は部分的に任意であり、かつ（一旦、狭窄が観察されると）部
分的に試行錯誤のプロセスである。しかしながら、取得され得る画像の合計数は、時間、
安全性、及びコストによって制限される。普通、左冠動脈系に関しては４～７個の投影画
像、及び右動脈系に関しては２～４個の投影画像が得られる。
【０００６】
　血管造影システムのオペレータは、複数の画像（投影画像）の目視検査に基づいて、ま
たは１つの画像のコンピュータ解析により冠動脈の狭窄の重症度を評価する。上述したよ
うに、一般的に画像のほとんどが動脈軸に純粋に直交する訳ではないことから、狭窄の重
症度の推定は普通、いずれの手段が使用されても正確ではない。
【０００７】
　現在、血管の２次元（２Ｄ）画像を生成して狭窄の検査を行う２Ｄ定量的冠動脈血管造
影（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ：ＱＣＡ）
システムだけでなく、動脈樹全体の３次元再構成（３ＤＲ）を行って狭窄血管の検査を行
う３次元（３Ｄ）ＱＣＡ法がある。
【０００８】
　２Ｄ　ＱＣＡシステムは基本的に、次のステップを実行する。すなわち、特定画像を取
り込み、この画像から血管を抽出し、次に注目血管のＱＣＡを行う。２Ｄ　ＱＣＡシステ
ムは普通、病変の直径の解析を行い、密度測定の解析は行わない。或る場合においては、
密度測定の解析はＤＳＡを使用して行われるが、冠動脈のような運動を含む場面に関して
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は行われない。
【０００９】
　３Ｄ　ＱＣＡ法は一般に、次のステップを含む。すなわち、画像を取得し、２Ｄ投影画
像から血管を抽出する。３Ｄ　ＱＣＡシステムは更に、撮像形状の復元、対応点マッチン
グ（画像間のマッチング）、そして勿論３ＤＲを行う。３ＤシステムのＱＣＡは一般的に
、モルフォロジー評価（血管の短縮、重なり、撮像方向、ねじれを含む）を行い、そして
或る場合においては普通、真の長さ及び直径情報に関する測定を行う。しかしながら、血
管に沿っての断面形状を正確に表現しようとする試みは為されているが、断面積測定はほ
とんど行われていない。数学的再構成アプローチの枠組みにおける幾つかの経験則に基づ
く方法がＧｒｅｅｎｂｅｒｇによる米国特許第６，３０１，４９８号明細書において提案
されている。しかしながら、この方法では、特殊な構図の少なくとも４つの画像を、動脈
に直交する異なる方向から取得する必要がある。
【００１０】
　また、２Ｄ及び３Ｄ　ＱＣＡシステム及び方法の両方において、測定及び狭窄重症度の
一つの重要な局面は、健康な血管の測定に関する設定である。健康な血管（または関連す
る）に関する測定を行うシステム及び方法は、例えば複数の値の補間を近位部分及び遠位
部分での測定径に基づいて使用する。このステップは非常に重要である。というのは、こ
のステップが多くの測定値の基礎になるからである。同時に、このステップは非常に感度
が高く、間違った測定値が容易に生成され得る。
【００１１】
　既存の３Ｄ撮像システムに関する方法には他の問題がある。例えば、画像が取得される
場合、先行技術によるシステムは、バイプレーン収集、回転収集、または１回の投影によ
る（画像）収集（最も一般的なアプローチであり、米国特許第６，０４７，０８０号明細
書、米国特許第６，１６９，９１７号明細書を参照されたい）のいずれかを利用する。バ
イプレーン収集では心周期の位相に起因する歪が最小になるが、この方法は、エピポーラ
幾何に関する曖昧さが存在する幾つかの状況においては不十分である。回転収集による画
像取得システムに関しては、画像取得が時間軸で近接するが、これらのシステムは、心周
期の位相に起因する問題またはエピポーラ幾何に関する曖昧さのいずれも解決することが
できない。
【００１２】
　撮像形状の復元に関しては、形状の復元に必要な制御点の数が、行われる変換のタイプ
及び未知のパラメータに関する仮定によって変わる。従って、制御点の数は、透視変換に
関して５（例えば、米国特許第６，０４７，０８０号明細書及び米国特許第６，５０１，
８４８号明細書）を参照されたい）～８（例えば、米国特許第４，８７５，１６５号明細
書を参照されたい）の間のいずれかの値が可能である。しかしながら、複数の画像の少な
くとも５つの該当する点を確実かつ正確に識別するのは、仮に可能であるとしても面倒な
手順である。というのは、例えば右冠動脈系は十分な数の分岐点を持たない場合が多いか
らである。
【００１３】
　更に、非線形最適化または線形最適化のいずれが使用されるかに関係なく、両方の解が
不安定であるという問題がある。特に、制御点として作用する普通の候補点は、動脈樹の
分岐点である。しかしながら、分岐点の正確な位置は、動脈樹の該当領域が別の血管また
は動脈樹自体と重なることに起因して識別することが難しいという場合が非常に多い。更
に、計算により求める形状では普通のことであるが、必要な一連の点の全てが変換を行う
ために有用である訳ではない。例えば、点の全てが画像の共通線に位置する場合、これら
の点は変換計算に利用され得ない。最後に、一連の透視変換に基づく３ＤＲへの変換では
一般的に、画像を（例えば）心周期及び患者の呼吸のいずれかの異なる位相で撮影するこ
とにより生じる各画像の局所歪みを補正することができない。
【００１４】
　また、先行技術による撮像システムにおいて２Ｄ　Ｘ線血管造影画像から血管を抽出す
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るために多種多様な方法がある。しかしながら、血管を臨床現場で抽出する機能は、特定
プロセスの自動化の程度及び堅牢性の程度に関連する。例えば、米国特許第６，０４７，
０８０号明細書では、オペレータは６つのマーキング点を入力して各画像の動脈樹の６つ
の分岐を識別し、そして１分岐に対して数回のクリックを行って全ての画像の各分岐の初
期中心線を定義する必要がある。更に、解を安定させるために、オペレータは大きな曲率
の制御点を追加して狭窄点を追加することが推奨される。
【００１５】
　２Ｄ投影画像における（種々の分岐を含む）血管枝全体を表わす中心線が抽出されてい
る場合、対応点マッチングを行う操作は、（例えば、複数の画像に関して）エピポーラ幾
何の原理を利用する。エピポーラ幾何は、撮像される３Ｄ点に関して、３Ｄ点のペア画像
への投影像及び２つの関連焦点が共通の（エピポーラ）平面に含まれるというステートメ
ントに基づく。従って、一つの画像のどの所定の点に関しても、別の画像の該当点の探索
はエピポーラ線（エピポーラ平面が画像平面と交差する部分）に対して行われ得る。しか
しながら、このアプローチによって十分な結果が次の場合にのみ得られる。すなわち、（
ｉ）撮像形状モデルによって臓器及び臓器の２次元画像が十分に関連付けられる場合、及
び（ｉｉ）撮影血管が画像取得の間に血管形状を変えない場合である。これが、臨床現場
において、エピポーラ幾何を用いた直接的な手法における制約が３Ｄモデルの精度及び品
質の点で非常に大きな制限を生じさせる理由である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　先行技術における上述の不具合を鑑みると、現在の２Ｄ　ＱＣＡシステムは冠動脈血管
造影法（例えば）を十分にはサポートせず、かつ現在の３Ｄ　ＱＣＡシステムは臨床用途
には使用されない。というのは、これらのシステムはいずれも間違った結果を生成する、
または操作が面倒で使用することができないからである。
【００１７】
　従って、臨床手順（例えば血管造影法）において使用することができ、かつ先行技術に
よるシステム及び方法に関する上記不具合の少なくとも一つ、好適には全てを解決し、実
用的であり、理解し易く、使用が容易であり、堅牢な解決法を備えることができるシステ
ムとなる３ＤＲシステムが必要になる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　従って、本発明の実施形態は、先行技術のシステムに関連する不具合及び問題を解決し
、かつ使用が簡単であり、分かり易いシステム及び方法を提供して、従来のＸ線血管造影
システムにおいて使用され得る管状臓器の３ＤＲを正確に行い、かつ実現する。特に、本
発明のある実施形態は、着目する１つの血管構造の３ＤＲを２つの（そして、ある実施形
態では２つよりも多くの）２Ｄ　Ｘ線画像を使用する方法及びシステムを提供する。
【００１９】
　要約すると、ある実施形態は次の項目の内の一つ以上（そして、ある実施形態では全て
）を含むことができる。すなわち、血管映画撮影法による複数のフレーム画像（ｃｉｎｅ
－ｒｕｎｓ）の取得、投影角度及びＥＣＧ情報（例えばアナログ及び／又はＤＩＣＯＭ）
、画像処理を行うためのシステム校正（例えばカテーテル校正）、２つ以上の画像に対す
るマーキング、エッジが間違って歪んでしまう可能性を無くすための事前処理及び事後処
理を伴うエッジトレース、中心線の抽出、バックグランド除去を含む密度測定、対応点マ
ッチング及び３ＤＲ、正確な血管断面積測定値を得るための直径データ及び密度測定デー
タの統合、健康な血管部分を求めて可視化する（２Ｄ及び／又は３Ｄでの）操作、及びシ
ステムに関連するデータ、注目血管、並びに他の関連データの表示である。本発明によっ
て、冠動脈血管造影装置の出力を、例えば狭窄血管の３次元再構成を行うだけでなく定量
的断面情報を提供することにより改善することができる。
【００２０】
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　ある実施形態では、血管造影法によって利用可能になる撮影血管に関する情報とともに
、３次元再構成を１つの表示に統合することができる。更に、このような実施形態が提示
する３Ｄ再構成によって、セグメントが短縮して屈曲することに起因する２Ｄ画像の見え
ない詳細部分を含む血管の全体の形状が明らかになる。更に、注目血管の２Ｄ表示または
３ＤＲ表示に焦点を当てる、表示を拡大縮小する、そして回転させることができる。
【００２１】
　管状臓器及び注目血管は、動脈、静脈、冠動脈、頸動脈、肺動脈、腎動脈、肝臓動脈、
大腿動脈、及び腸間膜動脈など（例えば、他のいずれかの管状臓器）の内のいずれでもよ
い。
【００２２】
　従って、第１の実施形態では、複数の２次元画像を使用して１つの管状臓器を３次元再
構成（３ＤＲ）する方法が提供され、該方法は、次のステップの内の一つ以上のステップ
、即ち血管網の第１画像を表示する工程、注目血管を第１画像上にて識別するための入力
を受信する工程、注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第
１画像の注目血管のエッジをトレースする工程、及び第１画像における注目血管の第１半
径値及び密度測定値を第１画像の注目血管に沿って求める工程を含むことができる。本方
法はまた、次のステップの内の一つ以上のステップ、即ち血管網の少なくとも第２画像を
表示する工程、注目血管を第２画像上にて識別するための入力を受信する工程、注目血管
に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の注目血管のエッジ
をトレースする工程、第２画像における注目血管の第２半径値及び密度測定値を第２画像
の注目血管に沿って求める工程、注目血管の３次元再構成を求める工程、及び前記第１半
径値および前記第２半径値より得られた注目血管の断面積と、前記密度測定値より得られ
た注目血管の断面積との重み付け合計である統合断面積の測定値を注目血管に沿って求め
る工程を含むことができる。本実施形態はまた、複数の点を含む注目血管の中心線を求め
る工程を含むことができる。
【００２３】
　統合領域を求める工程は、複数の健康な直径（及び、好適には全ての健康な直径）を物
理基準として使用される注目血管に沿って求める工程、物理基準を使用して、データの主
要部分（及び、好適にはほぼ全てのデータ、及び最も好適には全てのデータ）、例えば直
径値及び断面積値を物理単位に正規化する工程、データの主要部分（好適には全て、また
はほぼ全て）を１つの面積測定値に統合する工程、及び各ソースデータをデータの信頼度
に従って重み付けする工程を含むことができる。重み付けの工程は、視線配置及び／又は
３Ｄ血管構造によって変わる形で計算により決定され得る。
【００２４】
　注目血管を識別するための入力は、３つの点、即ち狭窄の概略位置をマーキングするた
めの第１点、狭窄の近位に位置する第２点、及び狭窄の遠位に位置する第３点を含むこと
ができる。
【００２５】
　しかしながら、入力はまた、第１及び第２画像の内の少なくとも一つの画像に関する２
つの点のマーカを含むことができ、２つの点の内の一方の点は狭窄の近位部分のいずれか
に位置し、かつ他方の点は狭窄の遠位部分のいずれかに位置する。これらのマーカはまた
、第１画像のための２つの点、及び第２画像のための１つの点を含むことができ、２つの
点の内の一方の点は狭窄の近位部分のいずれかに位置し、かつ他方の点は狭窄の遠位部分
のいずれかに位置し、更に一方の点は第１画像上に自動的に識別される起点（ａｎｃｈｏ
ｒ　ｐｏｉｎｔ）でもよい。
【００２６】
　偽エッジの除去は、注目血管に隣接する一つ以上の気泡（以下の記述を参照されたい）
を検出する工程を含むことができる。このような気泡（例えば偽エッジ）を検出する工程
の新規の実施形態では、第１中心線にほぼ平行な注目領域を定義する工程、注目血管に隣
接する少なくとも一つの画素データクラスタを検出する工程であって、各画素データクラ
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スタは、当該画素データクラスタを取り囲む画素データの輝度レベルよりも大きい所定の
輝度レベルを有る工程、各クラスタ内の任意の画素を選択する工程、各クラスタの任意の
各画素の注目領域に隣接するレーン上に設けられる第２画素を選択する工程、及び複数の
任意の画素と、対応する第２画素とを結ぶことにより注目血管のエッジを定義するために
バリア線を設定する工程を含むことができる。注目血管の各エッジをトレースする工程で
は、トレースエッジは各バリア線を避ける。
【００２７】
　偽エッジの除去はまた、注目血管に沿った一つ以上の隆起（ｂｕｍｐ）を検出する工程
及び／又は除去する工程（例えば無視する工程）を含むことができる。特に、隆起に関す
る偽エッジの除去は、例えば一連の疑わしい点を設定する工程：複数の第１距離を、少な
くとも一つの予備トレースエッジ上の複数の開始点の各開始点と、第１中心線に沿って位
置する対応する最近接点との間に設定する工程、複数の第２距離を、第１中心線上の第２
中心線の複数の点の各点と、少なくとも一つのエッジ上に位置する対応する最近接点との
間に設定する工程、及び中心線からの変位を第２距離及び第１距離の絶対距離として求め
る工程を含むことができる。本方法はまた、各エッジ点の勾配絶対値に反比例する勾配コ
スト関数（ｇｒａｄｉｅｎｔ　ｃｏｓｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を求める工程、中心線から
の変位及び勾配コスト関数を合計した合成関数を求める工程を含むことができ、合成関数
が予め定義される値よりも大きくなると、対応するエッジ点が隆起の隆起点として決定さ
れる。本方法は更に、複数の接続隆起点及び注目血管に隣接する切断線によって定義され
る隆起面積を求める工程であって、切断線は、隆起面積と切断線長の累乗との比をほぼ最
大にする線を含む工程、及び隆起をエッジから切断線の位置で切断して最終エッジを形成
する工程を含むことができる。
【００２８】
　注目血管の中心線は、次のステップの内の一つ以上のステップ、即ち注目血管の最終ト
レースエッジを求める工程、各ペアが各エッジ上に１つの点を含む起点ペアを求める工程
、起点ペアを探索することにより断面線を求める工程であって、これらの起点を結ぶと中
心線にほぼ直交する断面線が形成される工程、起点を使用して各エッジを複数のセグメン
トに分割する工程であって、各セグメントに関して、これらのエッジの間の対応関係が、
各エッジのそれぞれの点が反対側エッジ上の少なくとも一つの点ペアを含む形で構築され
、隣接点の間の距離の合計が最小である工程によって求められ得る。本方法はまた、複数
のセグメントの中心を結んで中心線を求める工程を含むことができる。
【００２９】
　本発明の実施形態に係る密度測定は、バックグランドによる影響を正しく除去すること
ができる。特に、密度測定値を求める工程は、次のステップの内の一つ以上のステップ、
即ち注目血管の少なくとも一つのエッジにほぼ平行な複数のプロファイル線を設定する工
程、注目血管及び隣接領域を覆うパラメータ座標を設定する工程であって、パラメータ座
標は、注目血管の長さに沿った注目血管の第１パラメータ、及び注目血管と交差する方向
の注目血管の変化を制御するための第２パラメータを含む工程、及び複数の該当する階調
値であって、プロファイル線の関数として求められる階調値を取得するために、座標を使
用して画像をサンプリングする工程を含むことができる。本方法はまた、注目血管の外側
で検出される閉塞構造であって、パラメータの顕著な極小値として検出される閉塞構造を
ほぼ全て取り除く工程、注目血管の内側で検出される顕著な極小値をほぼ全て取り除く工
程、注目血管の各側で注目血管を横切る方向に階調値を個別に平均化する工程、注目血管
の内側の座標上で線形バックグランド推定値を求める工程、及び取り除いた顕著な極小値
を使用して断面積を求める工程を含むことができる。
【００３０】
　本発明の実施形態は、反復回帰を注目血管の健康な部分にわたって用いて健康な血管の
寸法を求める工程を含むことができる。特に、反復は、予め定義される勾配と健康データ
に対応する線との間の中間解よりなる。一の実施形態では、中間解は、線が複数のクラス
タに跨る実データに対応する場合、健康データに対応する線に近い。注目血管に関して求
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められる健康な寸法は、２次元及び／又は３次元のいずれかで表示され得る。
【００３１】
　注目血管の３次元再構成は、第１画像の中心線の複数の点に関する従来のエピポーラ距
離ｐ１を求める工程、第２画像の中心線の複数の点に関する従来のエピポーラ距離ｐ２を
求める工程、及びδが一つ以上の目印点の対応関係を構築する平滑化補正関数である場合
に、ｐ２ｎｅｗ＝ｐ２＋δにほぼ従ってｐ２を再度求める工程を含むことができる。
【００３２】
　エピポーラ線表示、及び関連する手段（例えば、プロセッサのアプリケーションプログ
ラム／コンピュータ命令）が、本発明の種々の実施形態に含まれ得る。従って、注目血管
を第２画像上に識別するための入力を受信する工程後、エピポーラ線表示を行って第１画
像と第２画像との一致を示して注目血管の「良好な」３次元再構成を行うことができる。
【００３３】
　本発明のある実施形態では、データが他のデータと相互参照され得る。
　本発明の他の実施形態の目的は、複数の２次元画像を使用して１つの血管を３次元再構
成（３ＤＲ）するシステムを提供することにある。このようなシステムは、血管網の第１
画像及び血管網の第２画像、及び血管の３次元再構成を表示するディスプレイと、注目血
管を第１画像上に識別するための入力、及び注目血管を第２画像上に識別するための入力
を受信する入力手段と、一つ以上のアプリケーションプログラムを動作させる、および／
またはコンピュータへの命令を実行するように構成されるプロセッサとを備えることがで
きる。このコンピュータへの命令は、プロセッサによる以下のステップの内の一つ以上の
ステップ、即ち注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む注目
血管のエッジをトレースする工程、ほぼ正確な半径値及び密度測定値を血管に沿って求め
る工程、注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジを除去する工程を含む第２画像の
注目血管のエッジをトレースする工程、ほぼ正確な半径値及び密度測定値を第２画像の注
目血管に沿って求める工程、注目血管の３次元再構成を求める工程、および統合領域の測
定値を血管に沿って求める工程の実行を可能にする命令を含むことができる。本願におい
て上述の記述の中に明示的に含まれていないステップのいずれかを実施するために、他の
コンピュータへの命令が含まれ得る。
【００３４】
　本発明の他の更に別の実施形態の目的は、複数の２次元画像を使用して１つの血管を３
次元再構成（３ＤＲ）するシステムを提供することにある。このシステムは、血管網の第
１画像及び血管網の第２画像、並びに３ＤＲ画像を表示するディスプレイと、注目血管を
第１画像及び第２画像上で識別するための入力手段と、各画像の注目血管のエッジをトレ
ースするトレース手段であって、各画像の注目血管に観察可能に隣接する物体の偽エッジ
を除去する除去手段を含むトレース手段と、プロセッサとを備えることができる。プロセ
ッサは、複数の点を含む中心線を求める工程、ほぼ正確な半径値及び密度測定値を血管に
沿って求める工程、ほぼ正確な半径値及び密度測定値を第２画像の注目血管に沿って求め
る工程、注目血管の３次元再構成を求める工程、統合領域（断面）の測定値を血管に沿っ
て求める工程、及び注目血管の３ＤＲ画像を形成する工程で使用され得る。
【００３５】
　本発明の他の実施形態は、（例えば、これまでの記述したステップのいずれかに従って
）複数の２次元画像を使用して１つの血管を３次元再構成（３ＤＲ）するシステムを含む
ことができ、且つ患者を検査するためのプラットフォームを備える血管造影システム、ｘ
線放射源を含むＣアームＸ線システム、検出器、Ｃアームを移動させるためのステップモ
ータ、及びＱＣＡを実行するワークステーションを含むことができる。ワークステーショ
ンは、血管網の第１画像及び血管網の第２画像、並びに３ＤＲ画像を表示する表示手段と
、注目血管を第１画像及び第２画像上で識別するための入力手段と、各画像の注目血管の
エッジをトレースするトレース手段であって、各画像の注目血管に観察可能に隣接する物
体の偽エッジを除去する除去手段を含むトレース手段と、プロセッサとを含むことができ
る。
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【００３６】
　本発明の他の更に別の実施形態の目的は、コンピュータ（例えば、プロセッサ及び／又
はワークステーション／ネットワーク）に本発明の種々の実施形態に係る方法を実行させ
るためのコンピュータへの命令から成る一つ以上のアプリケーションプログラム（または
コンピュータへの命令だけ）を半永久的または一時的に保存するコンピュータ読み取り可
能な媒体（例えば、フロッピィディスク、ハードドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ、スマートメデ
ィア、及び他のフラッシュストレージ）を提供することにある。
【００３７】
　本発明のいずれかの実施形態は、既存の血管造影システム、または他の血管撮像システ
ムに使用され得る。本発明のこのようなシステムへの関連付けは、当業者には本開示を参
照すれば容易に理解できるであろう。
【００３８】
　他の実施形態だけでなく、本発明の目的及び利点は、次の詳細な記述及び以下に簡単に
説明する添付の図を参照することにより一層明らかになると思われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明の実施形態は、２Ｄ画像及び３ＤＲ画像の両方を生成するために既存のカテーテ
ル検査システムと一体化され得る。図１は、例えば本発明のある実施形態に従って構成さ
れる一つの例示としてのシステムを示しており、このシステムは、患者の血管系の２次元
血管造影画像及び／又は３ＤＲ画像のいずれをも生成するのに有用である。このようなシ
ステムは、検査対象の患者３のテーブル２のような水平支持部、及び患者の体を包囲する
ガントリーＣアーム（Ｃ－ａｒｍ）４を含むことができる。Ｃアームは放射線源５を患者
の体の一側で支持し、放射線源の位置に合わせる形で、放射線検出器６を他側で支持する
。放射線源５はＸ線点放射源であってもよく、この点放射源は、例えば円錐状Ｘ線ビーム
を生成する。放射線検出器は、複数の放射線検出素子を有するＣＣＤカメラにより構成さ
れ得る。
【００４０】
　装置は更に、検査対象の体に対する放射線源及び放射線検出器の角度位置を変えるステ
ップモータ７を含むことができる。以下に記載される本発明の好適な実施形態では、ステ
ップモータ７は、放射線源及び放射線検出器をＺ軸及びＸ軸の周りに回転させる機能を備
え、Ｚ軸は患者の体の長軸であり、Ｘ軸はＺ軸とともに水平な身体支持部の平面を定義す
る。
【００４１】
　図１のシステムに含まれ得る電子機器は血管造影システムコントローラ１０を含むこと
ができ、このコントローラは、体に対する照射を体に対する複数の角度位置から連続的に
行うために放射線源及びステップモータを制御する。コントローラはまた、ＣＣＤカメラ
の放射線検出素子からの電子出力を受信することができる。コンピュータワークステーシ
ョン１１も含まれることができ、このワークステーションは血管造影システムコントロー
ラ１０を制御して、選択される全ての操作位置に対する血管投影による２次元画像（複数
のフレーム画像（ｃｉｎｅ－ｒｕｎｓ）だけでなく３ＤＲ画像１３を生成する。制御は、
好ましくはＥＣＧセンサ及び／又は呼吸センサ（図示せず）によって生成される心臓及び
／又は呼吸によるゲート信号に同期し、これによって、血管画像が心周期または呼吸サイ
クルの間の同じ時点で取得され得る。
【００４２】
　ワークステーションはアプリケーションプログラム及び／又はハードウェアを含むこと
ができ、これによって本発明の実施形態のシステム及び方法を２Ｄ及び３ＤＲだけでなく
、関連するＱＣＡに関して動作させることができる。また、本発明の実施形態に係るシス
テム及び方法は、カテーテル室の上述の構成に追加する構成要素であってもよい。ある実
施形態では、ハードウェア及びソフトウェアを含む別のワークステーションがカテーテル
室へ接続されて血管映画撮影法による複数のフレーム画像を受信し、任意でＣアームの観
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察角度及びＥＣＧのデータを受信して３ＤＲ（３次元再構成）画像を処理して提示するこ
とができる。
【００４３】
　第１グループの実施形態
　画像取得
　血管映画撮影法による複数のフレーム画像（ｃｉｎｅ－ａｎｇｉｏ　ｒｕｎｓ）の２次
元（２Ｄ）Ｘ線画像が撮像され、患者に対するカテーテル検査の間にモニターにほぼリア
ルタイムで表示される。画像の他に、Ｃアームの角度のデータ及びＥＣＧデータも取得さ
れ得る。ＥＣＧセンサの使用により、血管映画撮影の度に得られる複数のフレーム画像の
撮像画像から最適な（最良の）画像（拡張末期フレーム）を表示するためにＥＣＧ同期法
が使用され得る。
【００４４】
　複数のフレーム画像の撮像は、（例えばフレームグラバーを使用する）アナログまたは
（好ましくは）標準のＤＩＣＯＭ接続を用いて行われ得る。ＤＩＣＯＭは「医学における
デジタル撮影及びデジタル通信（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）」を表わす頭字語であり、医療データを
容易に共有することができるように、異なる製造業者の医療機器及びソフトウェアの互い
の通信を可能にするファイルフォーマット及びデジタル通信プロトコルである。
【００４５】
　画像撮像後、オペレータは、公知の方法に従って画像上でカテーテルの較正を行うこと
ができる。このような公知の方法の例は米国特許第５，０４２，４８６号明細書及び国際
公開第９４／０４９３８号パンフレットに記載されており、これらの特許文献の開示内容
は参照により本願に含まれる。他の較正機器は米国特許第３，６４４，８２５号明細書、
米国特許第３，８６８，５６５号明細書、米国特許第４，０１７，８５８号明細書、米国
特許第４，０５４，８８１号明細書、及び米国特許第４，８４９，６９２号明細書に記載
されており、これらの特許文献の開示内容も参照により本願に含まれる。本発明のある実
施形態は、ＤＩＣＯＭデータを使用する自動較正を使用することができる。他の実施形態
において、カテーテルの較正は、カテーテルのエッジ（３３１０）を図３３に示すように
識別することにより行われ得る。このようにして、カテーテルのサイズを認識すると、各
画像における距離（例えば、画素からｍｍ表示への変換値）を求めることができる。
【００４６】
　注目血管の識別
　画像が血管映画撮影法による複数のフレーム画像から、好適には較正後に得られること
から、システムのオペレータは注目血管の狭窄に印を付けることができ、この操作は、（
オペレータによる）手動選択によって、または（例えばＥＣＧ同期を使用して）システム
が、個々の血管映画撮影による複数のフレーム画像からそれぞれ選択される少なくとも一
つの第１画像及び第２画像から画像を選択することによって行われる。一実施形態におい
て、マーキングは少なくとも３つの点を含む形で行われるが、他の実施形態では、３つよ
りも少ない数の点が使用され得る（以下の「制限されたマーキング３ＤＲ」を参照された
い）。３つの点は、狭窄の概略位置を明らかにするための第１点２１０、狭窄の近位部分
に位置する第２点２２０、及び狭窄の遠位部分に位置する第３点２３０を含むことができ
る（図２）。画像に印が付けられた後、当該画像に関するエッジの検出及び中心線の定義
が行われ得る。
【００４７】
　エッジの検出（エッジトレース）
　最初に、（ダイクストラ法による最適化または波動伝搬法などの）公知のアルゴリズム
を使用して１次中心線が抽出され得る。１次中心線が提供する特性は単に、１次中心線が
マーク済み血管の内側の経路であるということに過ぎない。この点に関して、ユーザによ
る不正確な指示に起因して血管の外側に位置する可能性があるユーザによるマーク点が自
動的にチェックされ、必要に応じて血管内部に移動され得る。従って、トレースアルゴリ
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ズムは、正確に位置するこれらのマーク点を使用して１次中心線を抽出することができる
。
【００４８】
　各画像に関して、マーク済みの注目血管のエッジがトレースされる。エッジの検出（す
なわちエッジトレース）は、公知のアルゴリズムを使用する公知の方法（例えば、Ｇｒａ
ｄｉｅｎｔ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍに関してＪＡＣＣ　ｖｏｌ．　２４に掲載
されたＺｅｉｔ　＆　Ｒｅｉｂｅｒによる「複雑な病変形態を定量化する新規のアプロー
チ：勾配磁場変換；．．．」と題する文献、ｐ．　５２７に掲載されたＣｏｒｍｅｎ，　
Ｌｅｉｓｅｒｓｏｎ　＆　Ｒｉｖｅｒｓｔによる「１つの放射線源の最短経路」；アルゴ
リズムの紹介）と題する文献を参照されたく、これらの文献の全ての内容は、参照により
本願に含まれる）によって行われ得る。しかしながら、これらの公知の方法を使用すると
、血管造影法におけるエッジの検出は、本発明の実施形態が解決すべき多くの困難を伴う
。
【００４９】
　このような困難は、注目血管を取り囲む複雑な血管構造に観察可能に隣接する血管（ま
たは他の形状／物体）のエッジ上で（この場合、注目血管は、注目血管を取り囲む複雑な
血管構造の一部分と成り得る）、注目血管の検出されたエッジが血管の実際のエッジから
「迂回して」離れることに関連する（複雑な血管網及び間違ったエッジトレース４１０を
示す図３，４を参照されたい）。更に、注目血管の末端点がマーキングされる位置で同様
の現象が観測され、この点の近傍には、別の平行な（またはほぼ平行な）血管が類似する
形で存在する。従って、（例えば、上述のエッジ検出方法またはこの方法の変更版を使用
する）注目血管のエッジの検出の前に、本発明の実施形態は事前処理を実行して、このよ
うな迂回現象が最終エッジとして現われることがないように迂回現象を大幅に減少させる
か、好ましくは除去する。
【００５０】
　現象が図５に示されており、注目血管に隣接して間違ったエッジ５１５を生じさせる「
気泡」５１０と呼ばれるものを探し出すことにより解決される。気泡は、注目血管５３０
近傍の暗い領域（例えば別の血管５２０）によって取り囲まれている（非常に）明るい点
を備えており、画像の画素分布を使用して検出され得る。図６～８に示すように、一つ以
上の気泡が検出され、エッジの検出の問題として以下のようにして大幅に除去され得る。
【００５１】
　図６に示すように、各エッジをトレースするための注目領域が定義される。注目領域は
１次中心線６１０、「レーン」６２０（このレーンは１次中心線から十分離れた距離に位
置し、例えば１次中心線から最大限可能な健康血管の半径の２倍の距離だけ離れて位置す
る）、及び２つの線（始点線６３０及び終点線６３５）によって区切られており、孔を１
次中心線とレーンとの間に閉じ込める。従って、注目領域は２つのエッジの一方に関して
４つの上述の線によって区切られる。エッジトレース工程は始点線及び終点線を結ぶ最適
経路を見付け出す工程であり、注目領域を残す必要がない。次に、注目領域における気泡
、すなわちクラスタ６４０（図７のクラスタ７４０も参照されたい）が、暗い包囲領域の
内部の明るい点として検出される。次に、気泡内部の任意の画素から始める形で、１次中
心線から連続して（好適には）最も離間する隣接画素が、境界（レーン）に達するまで探
し出される。このようにして、クラスタ６４０からレーンにまで引かれる線が禁止経路６
５０となる。複数のこのような禁止経路が設定される。その後、エッジトレース工程が行
われると、気泡を迂回するエッジ線が生じず－（例えば、禁止経路を横切ることがないよ
うにすることにより）エッジトレース工程が気泡を無視することから正しいエッジが生成
される。図８は、気泡を避ける最終エッジ（８１０及び８２０）を示している。
【００５２】
　注目血管が分岐する結果、検出されたエッジが注目血管から離れる形で迂回して「隆起
」が現われるという別の問題が生じる。図９及び１０に示すように、注目血管９１０から
離れる分岐血管９２０は、間違ったエッジ１０１０を生成する（図１０）。本発明の実施
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形態は、この問題を好適には気泡検出後に、かつ１次エッジが最初に検出された後に解決
し、これによって図１１に示すように正しいエッジ（線１１１０及び１１２０）が示され
る。隆起は、（エッジと中心線との間の距離の増加として示される）反対側のエッジの間
の距離の増加によって、そして疑わしい隆起エッジの小さな勾配によって特徴付けられ得
る（図１２，１３）。（ある実施形態における）隆起処理は２つのステップ、即ち隆起検
出及び隆起補正を含む。
【００５３】
　従って、１次エッジ１２００（図１２）が見付け出された後、隆起が探し出される。エ
ッジ１３００上の或る点から開始され、１次中心線（または反対側のエッジ、或いは血管
にほぼ平行ないずれかの線）上の最近接点が見付け出され、２つの点の間の距離が求めら
れる（矢印１３１０）。次に、中心線上の或る点からエッジ上の最近接点が見付け出され
、２つの点の間の距離が矢印１３２０で示すように求められる。中心線からの変位は、距
離１３２０と１３１０との絶対値差として定義される。
【００５４】
　好適には、全てのエッジ点が、隆起点であるかどうかについてチェックされる。その後
、１次エッジ上の全ての点に関して合成関数が計算される。この関数は２つの要素、即ち
中心線からの変位及び勾配コスト関数（ｇｒａｄｉｅｎｔ　ｃｏｓｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ
、例えば、勾配値に関する条件は勾配コスト関数によって表現されることができ、この勾
配コスト関数は勾配絶対値に反比例する）を統合したものである。特に、中心線からの変
位が大きく、かつ／または勾配の小さい疑わしい隆起点が実際の隆起点と考えられ得る。
合成関数は特に、中心線からの変位及び勾配絶対値の積であることができる。隆起は複数
の隆起点を含む。
【００５５】
　検出された隆起は、隆起をエッジから「切除する」ことにより補正される。隆起点（こ
れらの隆起点は一つ以上の隣接エッジ点を含むことができる）が求められた後、隆起１４
００の外側境界と、内側境界としての切除線１４１０とを使用して隆起の領域１４０５が
決定される。適切な切除線は最終的に、隆起面積と、切除線長によって変わる値、例えば
切除線長を累乗した値との比を最大にし、注目血管の正しいエッジでもある線によって求
められる。これにより、隆起が血管撮影画像から「切除され」、血管の正しいエッジが設
定される。
【００５６】
　中心線の定義
　半径値及び密度測定値を求めるための入力となる中心線の定義によって最終的に狭窄測
定値が求められることから、中心線の定義は非常に重要である。定義によれば、中心線は
エッジの間に存在して血管の内側を通過する線である。中心線の全ての点は、エッジ（す
なわち中心点）から等距離に位置する必要がある。この操作は、この技術分野では「厄介
なステップ（ｐｒｏｂｌｅｍａｔｉｃ　ｓｔｅｐ）」と呼ばれ、幾つかの方法が現在使用
されてこのような中心線が求められる。従って、先行技術による中心線抽出法のいずれか
が本発明に使用され得る。しかしながら、本発明のある実施形態は、以下に開示される新
規のアプローチを提供する。
【００５７】
　従って、本発明の一実施形態において、中心線は、アンカーポイントのペア（各エッジ
に１つの点）を探し出すことにより抽出される（図１５のアイテム１５１０を参照された
い）。詳細には、Ｐ及びＣがエッジ点の配列（すなわち、エッジＰ及びエッジＣ）である
場合、アンカーポイント（Ｐｊ，Ｃｊ）は、次の定義に従って求められる。すなわち、エ
ッジの全ての点（Ｐ，Ｃ）に関して、距離（Ｐｉ，Ｃｊ）が距離（Ｐｉ，Ｃ）よりも短く
、かつ距離（Ｐｉ，Ｃｊ）が距離（Ｐ，Ｃｊ）よりも短い場合、ペア（Ｐｉ，Ｃｊ）が基
本ペアとなる。アンカーペアはエッジの間のボトルネック部に位置する。これによって、
断面線は、これらのアンカーポイントにおいて結果的に得られる中心線にほぼ直交するよ
うになり、これは管状体の本質的な特性である。
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【００５８】
　次に、エッジが、アンカーポイントの間で複数のセグメント１５２０に分割される。各
セグメントに関して、エッジの間の対応関係は、次の原理に従って設定され得る。すなわ
ち、各エッジの全ての点は少なくとも一つのマッチング点を対向エッジに有する必要があ
り、マッチングペアの間の距離の合計は最小である。その後、中心線が、各ペアを結ぶ線
の中心点を結ぶ線として定義される。血管に沿った直径の値は、単純にこれらの線の長さ
であることができる。
【００５９】
　密度測定及びバックグランド除去
　密度測定は、血管の断面に沿った階調値を求めて血管の断面積を推定する作業である。
直径測定値は視線方向によって変わるが、断面積は変わらない（理論的には全ての視線方
向において同じである）。図１６は動脈の断面を表わしている。異なる直径が測定され（
Ｄ１及びＤ２）、直径がいずれの値になるかは視線方向によって変わるが、断面積は方向
によって変化しない特性を示す。
【００６０】
　この面積（通常、断面に沿った階調値の関数である）を計算する／求める方法は、バッ
クグランドの影響を「除去する」。ＤＳＡ（ディジタルサブストラクション血管造影：Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｔｒａｃｔｉｏｎ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）に関する先行技術
の方法が多くあり、これらの方法は静止オブジェクトに関して非常に有用であるが、動い
ている冠血管に関する実行は難しい。従って、記載されている他の方法では他のアプロー
チを試行してバックグランドを「除去する」。これらの方法は非常に小さな部分に限定さ
れていることから（図１７参照）、これらの方法は非常に大きな問題を有する。詳細には
、図示したように、破線１７１０は注目血管の中心線を表わす。既に簡単に述べたように
、濃度を計算するための従来のアプローチは、バックグランドの階調値を中心線に直交す
る線分（例えば、黒色線１７２０，１７３０）に沿って計算し、バックグランド（例えば
血管の境界／エッジの外側）のこれらの値を血管の階調値から「差し引く」。実際に、動
脈に共通の直交線分がバックグランドを通過する（例えば、左側の線分がカテーテルを通
過する）場合、このような方法が機能し得る。注目血管はまた、カテーテルを「跨る」の
ことから、カテーテルの階調値の減算は有効であると判断される。
【００６１】
　他方、右側の線分１７３０が分岐血管を突き抜ける場合、この線分に沿った注目血管の
階調値は（前のカテーテルの例とは異なる）分岐血管の影響を受けない。従って、「バッ
クグランド」（実際には分岐血管）の階調値を注目血管の階調値から減算するのは誤りで
ある。
【００６２】
　従って、本発明の一実施形態は、血管におけるバックグランドの影響を「除去する」新
規のアルゴリズムを提供する。最初に、バックグランドに沿ったプロファイル線１８１０
（図１８）が、エッジに平行に引かれる。このように、バックグランド解析は非常に範囲
が広く、従来のアプローチが解決することができなかった多くの事項を説明することがで
きる。
【００６３】
　バックグランドを安定して評価するために、血管及び隣接領域を覆う２つのパラメータ
座標が設定される。第１のパラメータは血管の変化を血管の長さに沿って制御し、第２の
パラメータは血管の変化を交差方向に制御する。次に、座標上で画像がサンプリングされ
る。得られた階調値が、血管に平行な線（図１８の線１８１０）に沿った関数として調査
される。交差する血管及び血管を塞ぐ他の構造が関数の顕著な極小値として検出されて除
去されることが好ましい。極小値を同様に除去する操作が、動脈の内側の座標に対しても
行われる。血管の外側の座標の値が、血管に交差する方向に血管の両側で別々に平均され
、線形バックグランド推定値が動脈の内側の座標で計算される。次に、減算バックグラン
ドを使用して断面積が計算される。
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【００６４】
　図１９Ａに示すように、連続線１９１０は注目血管の中心線である。上述のように、平
行なプロファイル線１９２０が血管の「外側に」引かれる。グラフ（図１９Ｂ）は、１本
のこのようなプロファイル線に沿った階調値を表す。非常に暗い分岐が、このグラフにお
いて極小点として表されることが分かる。これらの関数の各々には、下向きのピークを取
り除く手順が施される。この手順の結果、動脈から分岐する血管、または動脈をクロスオ
ーバーする血管が無視される。
【００６５】
　３ＤＲに関する対応点マッチング
　この技術分野の当業者であれば、３ＤＲを（例えば、直交投影画像変換モデルまたは透
視投影画像生成モデルのいずれかに基づいて）本発明の任意の実施形態において実現する
ために、任意の先行技術の３ＤＲ法が使用され得ることが分かるであろう。しかしながら
、以下に、例えば形状歪みのような問題を解決する本発明のある実施形態に係る改良型３
ＤＲに関する方法について記述する。
【００６６】
　画像取得の間の状況変化によって生じる形状歪みが存在することから、直交投影変換ま
たは透視投影変換のいずれによっても、複数の画像がほぼ正確にマッチングしていること
を判断することができない。このような歪みの存在及び３ＤＲ結果に対する歪みの影響は
、この技術分野ではよく知られている。すなわち、（ｉ）３Ｄ中心線の再構成における誤
差、及び（ｉｉ）断面推定に関するミスマッチデータの統合である。
【００６７】
　従って、本発明のある実施形態は、局所誤差補正を利用する先行技術の方法（例えば、
米国特許第４，８７５，１６５号明細書、米国特許第６，０４７，０８０号明細書、及び
米国特許第６，５０１，８４８号明細書を参照されたい）よりも更に適切なアプローチを
使用して複数の画像をほぼ正確にマッチングさせる方法を含む。更に、本発明の実施形態
は、複数の画像の目印点を自動的に検出し、および／またはマッチングさせる。
【００６８】
　複数の画像の点をほぼ正確にマッチングさせる操作の基本となる原理は、エピポーラ拘
束条件として与えられる連続変位を可能にして血管に沿った不一致（例えば、分岐点また
は他の顕著な目印パターン）を最小にする。このアプローチは、再構成プロセスを改善す
べく更なるタイプの目印点を得るために使用され得る。詳細には、直交投影法の枠組みに
おいて、エピポーラ幾何の原理は、対応点を基準エピポーラ線に対して等距離（エピポー
ラ距離ｐ：図２０Ａ，２０Ｂを参照されたい）に規定する。基準点は、全ての画像におい
てオペレータによってマーキングされ得る、または一つの画像においてオペレータによっ
て基準点がマーキングされ、次いで（例えば）局所的相関アルゴリズムによって他の画像
中に正確に位置するために精緻化され得る、或いは全ての画像中に基準点が自動的に検出
され得る。
【００６９】
　以下のタイプの目印点、即ち分岐点（Ｂ）、直径関数の際だった特徴（Ｃ１，Ｃ２）、
中心線の点の関数としてのエピポーラ距離の局所的極値（Ｄ）、及び最大曲率点（Ｅ）は
、画像上でのエピポーラ距離を正確に計算するために使用され得る。
【００７０】
　血管の中心線の点は、好ましくは正確なエピポーラ距離のマッチングに従って一致する
。詳細には、図２０Ａの基準画像ｐ１の動脈の中心線の点に関して、かつ図２０Ｂの第２
画像ｐ２の動脈の中心線に関して従来のエピポーラ距離ｐが計算される。次に、目印点で
のエピポーラ距離を等しくするために、第２エピポーラ距離ｐ２がｐ２ｎｅｗ＝ｐ２＋δ
の形で再計算され、この場合、δは目印点の対応関係を構築する平滑化補正関数であって
もよい。ｐ１（ＬＭ）及びｐ２（ＬＭ）が目印点のエピポーラ距離である場合、補正関数
は値δ（ＬＭ）＝ｐ１（ＬＭ）－ｐ２（ＬＭ）をこの目印点で含む。値δが目印点Ｅに関
して示されている様子を参照されたい。ここで特に、補正関数δが特定の血管に関して計
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算されることに注目されたい。このアプローチは、３つの画像に基づいて再構成を行う場
合を単純に拡張したものである。第２画像δ２及び第３画像δ３に関する２つの補正関数
は、値δ２（ＬＭ）＝ｐ１（ＬＭ）－ｐ２（ＬＭ）、及び値δ３（ＬＭ）＝ｐ１（ＬＭ）
－ｐ３（ＬＭ）を目印点で有する。
【００７１】
　健康な動脈の計算
　本発明の実施形態は、測定値、すなわち動脈に沿った直径又は断面積のグラフを取得す
る。病変解析を行って狭窄率のような測定値を計算するために、健康な血管の値が（例え
ば）外挿する必要がある。
【００７２】
　反復「回帰」関数は、入力値の「健康な」部分の回帰線を計算するために使用される。
反復回帰関数は、極値（ほとんどの呼び方では、極値は狭窄を示す値または動脈瘤を示す
値である）を「無視する」回帰線を計算する。従って、この方法は、（例えば、標準偏差
関数を使用する線からずっと離れた）極値を除去しながら行われる回帰線の反復計算であ
り、この反復計算は、誤差（予測値と線との間の）が所定の誤差よりも小さくなるまで、
または「回帰」線の「生成」に関わる点、すなわち狭窄または動脈瘤として識別されなか
った点の数が非常に少なくなる（例えば－或る実施形態では、点の総数の約５～５０％の
間の値未満、他の実施形態では約１５～３０％の間の値未満、そして好適な実施形態では
約２０％未満）まで行われる。
【００７３】
　従来のモデルは、本発明のある実施形態を少なくとも次の方法により使用して更に拡張
される。
　デフォルト勾配が反復回帰されるが、この操作は、血管が通常、必ず傾いているという
解剖学的事実に基づいて行われ、そして、
　データ「クラスタ」の探索。より多くの個々の安定したクラスタを使用することにより
、（ここでもまた、血管の解剖学的特性に基づいて）１つの長いクラスタを使用するより
も良好な結果が得られると仮定する。
【００７４】
　従って、好適には全ての反復に対して行われるアルゴリズムによって、所定のデフォル
ト勾配に従うべきか、または前の反復から得られる勾配を維持すべきかのジレンマを解決
することができる。前の反復に観察される勾配に対する信頼度の指標は、現在の回帰線の
周りのデータ点の分布によって変わる。現在の回帰線の周りのデータ点が着目区間にわた
って一様に分布する場合、より大きな重みが算出勾配に付与される。反対の状況では、デ
ータ点が現在の回帰線の周りに１つの塊として集まってしまう、より大きな重みがデフォ
ルト勾配に付与される。
【００７５】
　これらの改善は従来の方法にとって非常に大きな改善であり、そして良好な、かつ信頼
度の高い結果をもたらすだけでなく、改善によってシステムは入口部病変（血管の健康な
近位部分または遠位部分が無い病変）のような更に複雑な症例を考慮に入れることができ
る。
【００７６】
　例えば、図２１Ａは「正常な」狭窄血管の例を示し、この血管には健康な近位部分２１
１０及び遠位部分２１２０の両方が含まれる。健康な動脈の計算を反復する様子を示す図
２１Ｂでは、２つの点クラスタが存在し、１つのクラスタは近位部分に位置し、１つのク
ラスタは遠位部分に位置し（図の黒点）、これらの点に関して、半径線（２１３０）の値
は「回帰」線（２１４０）の値に非常に近い。これらの２つのクラスタは血管に沿って分
布することから、（データに更に近づこうとする）新規の線が（予め定義される勾配（２
１５０）に近づいたままの状態を維持するのではなく）許容される。
【００７７】
　図２２Ａ，２２Ｂは別の例を示す。しかしながら、この例では、注目血管は入口部病変
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（または、びまん症（ｄｅｆｕｓｅｄ　ｄｉｓｅａｓｅ））を示す。図から分かるように
、血管は健康な近位部分２２１０を有するが、血管の遠位部分２２２０全体が狭窄になっ
ている。この様子は勿論、図２２Ｂの半径グラフに示される。この場合、「回帰線」２２
３０は周りに、半径値が回帰値に近い１つの点クラスタを含む。従って、この場合、反復
計算の結果は、回帰線よりもデフォルト勾配２２４０に近くなる。
【００７８】
　健康な動脈を計算するこのステップは、２つの局面、すなわち計算及び２Ｄ表示に関連
して説明される（以下を参照）。従って、上記計算がまず行われることが好ましく、次に
計算による結果が２Ｄ表示手順の入力となる。２つのステップの相違は、計算ステップが
通常、健康な値に関連するのに対して、第２ステップ（表示の）は病変部分に対するこれ
らの健康な値の「対称性」にも関連する（例えば、５ｍｍの健康部分の値を３ｍｍの病変
部分の「周りに」どのようにして位置させるか）ということである。
【００７９】
　健康な動脈の２次元表示－図２３～２９
　健康な動脈の表示はＱＣＡシステムにおける画像表示の非常に優れた手段となり、この
表示によって医師は（例えば、対称性などの点から）狭窄領域を解析し易くなる。健康な
血管に関するこの情報は血管造影図の一部分ではないことから、本発明のある実施形態で
は、このような情報は既存データ（好ましくは内腔エッジ）の外挿に基づいて構築される
。従って、図２３は血管網の画像を示し、図２４は内腔の検出エッジを示し、図２５は血
管が健康であるとした場合に血管がどのように見えるかについて表示（外挿することがで
きる）したものである。
【００８０】
　一の実施形態に係るこのプロセスは、各エッジの端点を互いに直線で結び、２つの線２
６１０及び２６２０を生成する工程を含む（図２６）。これらの線は、好ましくは「健康
な半径」の指標を使用して互いから離間するように生成される（上の記述を参照されたい
）。血管内腔が完全にこれらの２つの線の内側になる場合、これらの線は健康な動脈を表
示することができることから、健康な動脈の計算が完了する。血管内腔が完全にこれらの
２つの線の内側にならない場合、全ての内腔エッジ２７０１，２７０５の内、これらの線
から最も離れる点が求められる（図２７の点２７１０）。この点（及び第２エッジの対応
する点）によって、各エッジが２つに分割される（図２８参照）。このプロセスは再帰的
に続けられる。
【００８１】
　この再帰手順が、動脈全体として定義される第１セグメントから始められる。すなわち
、ｆｒｏｍが動脈の始点検出用閾値とされ、ｔｏが動脈の終点検出用閾値とされる。各再
帰ステップでは、前に求められた２対の起点によって制限される動脈セグメントが受け取
られる。各ペアは、異なるエッジの２つの点を含む。例えば、Ｐ及びＣが注目血管のエッ
ジとされ、２対の点は（Ｐｆｒｏｍ，Ｃｆｒｏｍ）及び（Ｐｔｏ，Ｃｔｏ）によって示さ
れ得る。現在のステップにおいて、新規の点の対が（Ｐｆｒｏｍ，Ｃｆｒｏｍ）と（Ｐｔ

ｏ，Ｃｔｏ）との間の（Ｐｎｅｗ，Ｃｎｅｗ）として求められる場合、この手順は、２つ
の動脈セグメント、（Ｐｆｒｏｍ，Ｃｆｒｏｍ），（Ｐｎｅｗ，Ｃｎｅｗ），及び（Ｐｎ

ｅｗ，Ｃｎｅｗ），（Ｐｔｏ，Ｃｔｏ）に関して再帰呼び出しが２回であると呼ばれる。
新規の対が求められない場合、再帰呼び出しの分岐が終了される。
【００８２】
　新規の点は、制限セグメントの中心をｆｒｏｍとｔｏとの間で結ぶ線から最も大きく変
位する着目セグメントの点である。従って、変位が、対応する健康な半径よりも小さい場
合、新規の点が廃棄されて再帰的分岐が終了される。変位が、対応する健康な半径よりも
大きいとともに、この健康な半径が今度はこの点での入力半径よりも大きい場合、新規の
起点対が求められる。
【００８３】
　新規の対の第１の点が新規の点となる。新規の対を構成する第２の点は、健康な半径お
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よび反対側エッジの内、新規の第１の点に対応する点を使用して求められる。すなわち、
新規の対を構成する第２の点は、新規の点をこの点の相手側の点に結ぶ直線上の、健康な
半径の２倍の距離の位置に位置する。変位が、対応する健康な半径よりも大きく、かつこ
の健康な半径がこの点での入力半径よりも小さい場合（例えば動脈瘤）、新規の起点対も
存在する。新規の対のこれらの点は、新規の点と反対側エッジとの内、この新規の点に対
応する点とを結ぶ直線上に位置する。新規の対のこれらの点の間の距離は、前述の場合と
同様に、健康な半径の２倍に等しい。しかしながら、前述の場合とは異なり、新規の対の
これらの点は、中心線の対応する点に対して対称に位置する。再帰が終了すると、一連の
起点が結果として得られる。健康なエッジは、これらの起点の間の補間（例えば、スプラ
イン補間）を使用して完成する。中心に健康な動脈を２次元で表示している図２９を参照
されたい。
【００８４】
　健康な動脈の３次元表示
　２Ｄの健康な血管に関する同じ説明が、３Ｄに関して適用される。図３０～３２に示す
ように、透明領域３０１０は健康な血管を近似する形状を観察できるようにしたものであ
る。血管の３Ｄ再構成と同様に、３Ｄの健康な動脈は３Ｄの健康な中心線及び３Ｄの健康
な直径によって定義される。３Ｄの健康な中心線が計算される場合、２Ｄの中心線の公知
の対応点マッチングを利用して、このマッチングが、利用可能なマッチングペアに最も近
接する２Ｄの健康な中心線の点に適用され得る。次に、３Ｄの健康な直径は、健康な（基
準）直径に対応する直径として捉えられ得る。断面積は、以下に記載する統合アルゴリズ
ムの結果として得られ、健康な直径は、平方根（断面積／π）を用いて求められる（反復
）回帰線である。
【００８５】
　統合
　この時点で、直径測定及び断面積測定が種々の（少なくとも２つの）投影画像の動脈に
沿って行われている。直径値は視線方向によって変わり、直径及び断面積はともに雑音に
よって正常な値が得られなくなるおそれがある。従って、全てのデータ（直径値及び面積
値）を合成して断面積の計算を精度良く行えるようにすることが好ましい。この方法に関
する実施形態は、全ての情報源に関する「精度」重みタグを投影形状と動脈の３Ｄの形状
との関係に基づいて割り当てる操作に基づくこともできる。
【００８６】
　３Ｄ血管の再構成に利用する２Ｄ画像によって、２Ｄの中心線、直径、及び非物理領域
の値が提供される。３Ｄ心線が再構成された後、２Ｄ中心線が３Ｄ中心線に関連付けられ
得る（すなわち、全ての３Ｄ中心線点が元の２Ｄ中心線点に関連付けられ得る）。別の表
現では、全ての３Ｄ中心線点に関して、少なくとも一組の測定される２Ｄ直径及び面積値
（好適には、少なくとも２つの画像に対して２組）が基準となる。
【００８７】
　統合プロセスは次のステップにより構成され得る。
　面積（断面積＼密度測定）値が、観察ベクトルと３Ｄ中心線方向との間の局部角度に従
って補正され、直交する断面領域の測定値が生成され得る。
【００８８】
　反復回帰アルゴリズムを平均直径関数に適用することにより健康な直径が計算され、基
準の物理指標（この指標はｍｍ単位で表わされる直径値から得られるもののみが使用可能
である）が生成される。誤差を平均化するために、平均直径が使用され得る（この操作に
よって、ある実施形態では誤差が最小にされ得る）。そして、
　面積の平方根に対応する健康な回帰線が計算される。密度測定は一定係数を最大とする
面積測定であることから、関数：Ｒａｄｅｎｓ＝Ｄｅｎｓｉｔｏｍｅｔｒｙ＿Ｒａｄｉｕ
ｓ＝ｓｑｒｔ（Ｄｅｎｓｉｔｏｍｅｔｒｙ）が半径値（Ｒａｄｉｕｓ）と同程度の大きさ
になるように計算される。
【００８９】
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　直径のグラフ及び断面積のグラフは、（例えば）求められた回帰線の調整を用いて共通
の座標系（例えばｍｍ単位）に構成される。更に詳細には、平均直径の健康な線は基準線
として使用され得る。この点に関して、ほぼ全ての（好適には全ての）データが、（例え
ば）データの健康な線及び基準の健康な線の比を使用して（撮影ごとの半径値及び密度測
定値に）変換されることができる。
【００９０】
【数１】

　ここで、
　ＲａｄｓＮｏｒｍは正規化半径の値であり、
　ＲａｄｅｎｓＮｏｒｍは、密度測定による正規化半径の値であり、
　ＲａｄＡｖＲｅｇは、平均半径グラフから生成される健康な（回帰線の）値であり、
　ＲａｄｓＲｅｇは、特定の半径グラフから生成される健康な（回帰線の）値であり、
　Ｒａｄｓは特定の半径グラフの値であり、
　ＲａｄＡｖＲｅｇは、特定の密度測定による半径グラフから生成される健康な（回帰線
の）値であり、
　Ｒａｄｅｎｓは、特定の密度測定による半径グラフの値である。
【００９１】
　統合面積は、密度測定による面積及び（例えば）複数の直径の積をとることにより計算
される面積の重み付け合計として計算され得る。重みは局所的に求められることができ、
視線方向及び／又は局所的な３Ｄ中心線方向に依存することができる。密度測定による面
積の重みは、該当する視線方向が中心線方向に直交する場合に最大となることができ、複
数の直径の積の重みは、両方の視線方向が中心線方向に直交し、かつ互いに直交する場合
に最大となることができる。
【００９２】
　楕円面積を使用して面積を複数の直径の積として表すことができ、円面積を使用して面
積を断面により得られる直径の累乗として表すことができる。
【００９３】

【数２】

　上述の統合アプローチのある実施形態は、血管の健康部分の円形断面が（直径の、及び
断面の平方根の）回帰線によって表されるとする仮定を利用する。他方、狭窄領域では、
内腔断面は非常に異様な形状となる可能性があり、密度測定を使用することにより面積推
定精度を上げることができる。密度測定による面積をこのような状況に取り入れることに
よって、断面推定精度を上げることができる。
【００９４】
　合成（統合）面積の関数は、Ｓｅｌｌｉｐｓｅ及びＳｃｉｒｃｌｅの重み付け合計とし
て求められ得る。
【００９５】
【数３】

　重み付け係数Ｗ（ｉ，ｊ）及びＷ（ｋ）は、面積の全ての特定の測定値Ｓｅｌｌｉｐｓ
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ｅ（ｉ，ｊ）及びＳｃｉｒｃｌｅ（ｋ）の確度を表す。ある実施形態では、重み付け係数
は、カメラ方向（視線ベクトル線）に対する動脈の局所的な向きを使用して定義され得る
。詳細には、ｋ＝１，．．．，視線の数の場合にＶｉｅｗＶｅｃｔｏｒｓ（ｋ）がカメラ
の視線方向単位ベクトルとなり、そしてＡｒｔＤｉｒが、各動脈点において計算される３
Ｄ動脈方向単位ベクトルとなる。従って、重み付け係数の形状平均は次のようになる。重
みＷ（ｋ）は、動脈方向と視線方向ベクトルとの間の角度の正弦の絶対値となることがで
き、視線方向が動脈に直交する場合に１となり、視線方向が動脈と平行な場合に０となる
。重みＷ（ｉ，ｊ）は２つの視線方向及び動脈の相互の向きの精度を表し、動脈方向及び
２つの視線方向ベクトルが直交関係を有する、すなわち各組の２つのベクトルが直交する
場合に最大値となる。ここで、２つの視線方向ベクトルが互いに直交すると、楕円面積公
式を使用する断面積計算が最も有効となり得ることに注目されたい。別の構成として、複
数の半径が、視線方向が近接する複数の画像から得られている場合、楕円断面公式を使用
すると結果が一致しなくなる可能性がある。従って、視線方向が直交する他に、ベクトル
ＶｉｅｗＶｅｃｔｏｒ（ｉ）及びＶｉｅｗＶｅｃｔｏｒ（ｊ）からなる平面が動脈に直交
する場合、面積値Ｓｅｌｌｉｐｓｅ（ｉ，ｊ）は最大確度Ｗ（ｉ，ｊ）＝１となり得る。
【００９６】
　ここで、次のような考察を加えることができることに注目されたい。ある実施形態では
、ｋ＝ｉ及びｋ＝ｊの場合にＷ（ｉ，ｊ）＜Ｗ（ｋ）が成り立つことから、上述の定義に
より、密度測定から得られる面積測定値が大きく優先される。楕円面積を仮定すると結果
が一致しないおそれがあるが、密度測定による面積評価にはこのような不具合が生じるこ
とがない（上述のように）ので、密度測定を優先することが妥当する。
【００９７】
　制限されたマーキング３ＤＲ
　上述の実施形態は、少なくとも２回の異なる血管映画撮影による複数のフレーム画像の
内の１つの画像当たり３つのマーキング点を使用する方法（の概要）について開示してい
るが、本発明の他の実施形態は、これよりも少ないマーキング点を利用してもよい。例え
ば、ある実施形態では、オペレータは単に、血管映画撮影法による２回の血管映画撮影に
よる複数のフレーム画像の内の１つの画像当たり２つの点をマーキングする、または他の
実施形態では、オペレータは、１回の血管映画撮影による複数のフレーム画像の内の第１
画像に関して２つの点をマーキングし、かつ（他の血管映画撮影による複数のフレーム画
像の内の）１つ以上の更に別の画像に関して１つの点をマーキングすることができる。
【００９８】
　例えば、オペレータは、１回の血管映画撮影による複数のフレーム画像の内の１つの画
像に２つの点、すなわち（狭窄部位に近い）近位点及び（狭窄部位から遠い）遠位点をマ
ーキングすることができる。この血管映画撮影は「マスター」ランと呼ばれ、選択される
各画像は「マスター」画像と呼ばれ得る。次に、システムは動脈の中心線及びエッジ、並
びに「狭窄」点を計算する（この点は実際の狭窄点である必要はなく基準点である）。次
に、オペレータは更に別の２回の血管映画撮影（スレーブラン）により得られる画像の中
から複数の画像を選択し、スレーブランにより得られる複数の画像の「狭窄」点の位置に
マーキングする。スレーブランにより得られる複数の画像の各狭窄点を受け取った後、シ
ステムはスレーブランにより得られる画像に対するトレースを実施し、次にトレース及び
３ＤＲの結果を提示する。マーキングの数のこのような減少は、本発明の実施形態におい
て経路最適化アルゴリズムを使用して実現されることができ、このアルゴリズムには、例
えば汎用ダイクストラアルゴリズム、または画像トレース用の波動伝搬アルゴリズム（ｗ
ａｖｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ：ＷＰＡ）が含まれる。
【００９９】
　従って、例えばＷＰＡを使用して、画像の開始点及び目標点をマスター画像に関して入
力した後、開始点及び目標点を最小コスト（例えば、或る電圧に比例する画像階調値の合
計）で結ぶ経路が見つけ出される。スレーブランにより得られる複数の画像に関して、目
標セットは点ではなくエピポーラ線であり、得られる結果は開始点（「狭窄」点または起
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点）を目標線に接続する経路である。更に、別の経路ツリーが生成され、最適な分岐経路
が選択され得る。この工程は更に次のように説明される。
【０１００】
　マスター画像をトレースする：注目血管の近位点及び遠位点がオペレータによって入力
され、注目血管の中心線が生成される（出力される）。この時点で、システムは、マスタ
ー画像の注目血管のエッジをトレースして狭窄点を求める（この操作は、例えば注目血管
の最小直径の位置を求めることにより行われる）。中心線は、近位部分及び遠位部分に分
割される。
【０１０１】
　その後、スレーブランにより得られる画像が、近位部分及び遠位部分に関して個別に、
両方のスレーブ画像のマーク付き「狭窄」点からエピポーラ線までトレースされる。これ
により４つのトレース線が生成され、出力はそれぞれのスレーブ画像に関して１つの近位
経路及び１つの遠位経路を含む（主分岐）。ダイクストラ／ＷＰＡの最後のキュー状態を
使用して、更に別の分岐候補（副分岐）が主分岐に加えられ得る。その結果、スレーブ画
像に関する近位部分の２つの候補ツリー及び遠位部分の２つの候補ツリーが得られる。
【０１０２】
　次に、最適な候補組み合わせに関して選択が実行される：近位部分の候補群の最適組み
合わせ及び遠位部分の候補群の最適組み合わせは、３つの１次中心線を含む。それぞれの
分岐候補の組み合わせ（マスター画像の分岐及び複数のスレーブ画像の２つの分岐候補）
に関して、３Ｄ変位誤差の属性を用いて３Ｄマッチングが実行される。誤差はマッチング
の精度を表し、スケール歪みの影響を受ける。マッチング精度の更に別の基準は、３つの
中心線の対応点での２Ｄ中心線方向のマッチングである。このマッチング基準は、複数の
画像の間のスケール変化の影響を受けない。
【０１０３】
　従って、次に、変位誤差の組み合わせ、複数の中心線の方向マッチングに基づき、更に
マスター画像の中心線の更に多くの点を利用する組み合わせを優先するように更に検討す
ることにより、最適組み合わせに関する総合基準が選択される。
【０１０４】
　第２グループの実施形態
　本発明のこのグループの実施形態の目的は、管状臓器の３次元再構成を血管造影投影装
置による画像に基づいて行う方法及びシステムを提供することにある。特に、第２グルー
プの実施形態は、エピポーラ幾何を利用して３ＤＲを行うアプローチを、３次元再構成プ
ロセスに更に検討を加えて改善することにより、異なる投影画像の間の正確な対応関係を
提供し、更に上述の幾何学的歪み及びエピポーラ線に関する問題が生じている状態でも正
確な３Ｄモデルを提供する。
【０１０５】
　第２グループの実施形態に従って提案される再構成の方法は、他の検討項目を再構成工
程に取り入れることにより強化されるエピポーラ幾何に基づく。これらの他の検討項目は
、例えば管状臓器の中心線及び局所的な中心線方向に沿って画像から生成される、半径値
及び密度測定（階調）値などの管状臓器パラメータを含む。管状臓器の特性から生成され
る他の検討項目も取り入れられ得る。本グループの実施形態は、３次元再構成を２つの２
次元血管造影画像に基づいて行う方法、及び３次元再構成を３つ以上の２次元血管造影画
像に基づいて行う方法を提供する。これらの実施形態は更に、全ての２次元画像の共通基
準点が与えられる場合だけでなく、基準点が与えられない場合に関する３次元再構成に関
する解決法を提供する。この場合、新規のアプローチが行われ、不変関数の関連付けによ
り基準点が取得される。
【０１０６】
　従って、この第２グループに係るいくつかの実施形態は、複数の血管造影画像の中で、
観察可能な管状臓器の複数の投影画像の間の対応関係を構築する方法を含み、この方法は
、
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　（ａ）２つの血管造影画像の管状臓器の中心線を抽出する工程、
　（ｂ）中心線の点に沿った特徴、すなわち管状臓器の半径、中心線方向、管状臓器の投
影断面積（密度測定値）を計算する工程であって、これらの特徴は、中心線のマッチング
に用いられる不変関数を構成する工程、
　（ｃ）不変関数の間のソフトエピポーラ拘束及び相違を表すペナルティ関数を含む最適
化目的関数を構成する工程であって、最適化目的関数は、２つの中心線の点の間の全ての
可能な対応関係に関して定義される工程、
　（ｄ）一方の中心線上の２Ｄ点間の、他方の中心線上の２Ｄ点へのマップを生成するた
めに最適化目的関数を解く工程、
　（ｅ）基準点が与えられる場合には、マップが基準点とのマッチングを含むように解を
最適化する工程、
　（ｆ）基準点が与えられない場合には、ＥがｄＰ／ｄＬであり、Ｐがエピポーラ距離で
あり、Ｌが中心線長である条件Ｅ１（ｉ）＝０及びＥ２（ｊ）＝０に従うことにより、ま
たは任意の一時的基準点までのエピポーラ距離の関数として表される関数Ｓ１／Ｅ１及び
Ｓ２／Ｅ２の相関関係を求めることにより、或いは関数Ｒ１及びＲ２を関連付けることに
より基準点を求める工程を含み、それによって、それぞれのマッチングされた２Ｄ点セッ
トによって１つの３Ｄ点が例えば複数の投影線からの距離を最小にする点として決定され
、一連のこれらの３Ｄ点は管状臓器の３次元再構成である。
【０１０７】
　３つ以上の投影画像の場合においては、最適化工程は同様であり、３Ｄ点は次の方法の
いずれかにより求められ得る。
　ａ．それぞれの投影線ペアから得られる３Ｄ点を「平均化する工程」、または、
　ｂ．３つ以上の投影線を使用して３Ｄ点、例えばこれらの線からの距離の合計を最小に
する点を求める工程。
【０１０８】
　また、３つ以上の投影画像の場合においては、方向の一致基準が最適化工程に取り入れ
られる。相関関係を求める工程は、最適化の前に、または最適化の一部として実行され得
る。
【０１０９】
　エピポーラ幾何の原理によれば、２つの２Ｄ投影画像が与えられる場合、第１画像上の
各々の点によって第２画像上のエピポーラ線が定義される（更に、この逆の関係となる）
。第１画像上の２Ｄ点に対応する第２画像上の２Ｄ点は、このエピポーラ線上に限定され
る。
【０１１０】
　エピポーラ幾何を使用する３次元再構成は、次のように記述され得る。
　（ａ）２つの投影画像における２Ｄ中心線が与えられる場合、第１中心線の各２Ｄ点に
よって第２画像の中心線と交差するエピポーラ線が定義され、この交点は、第１画像上の
２Ｄ点に対応する第２画像上の２Ｄ点である。
【０１１１】
　（ｂ）これらの２Ｄ点の各々によって（３Ｄ開始点からこの２Ｄ投影点までの線を指す
）投影線が定義される。従って、２つの投影線の交点によって対応する３Ｄ開始点が求ま
る（理想的には、２つの線は交差するが、実際にはこれらの線は交差しないので、最短距
離点のような基準を定義する必要がある）。
【０１１２】
　（ｃ）結果として得られる一連の３Ｄ点が管状臓器の３次元再構成となる。
　エピポーラ幾何を使用する３次元再構成に関するこの記載の工程は、多くの不具合を有
する。従って、第２グループの実施形態は、これらの不具合に対する解決案をエピポーラ
距離とは別に、更に別の不変量を利用することにより提示して、管状臓器の２Ｄ投影画像
と３Ｄ再構成との間の正確なマッチングを可能にする。一つの不変量は、投影動脈に沿っ
た半径関数の挙動である。本発明では、一般的関係も動脈の投影密度とエピポーラ幾何と
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の間に構築される。この関係によって、異なる投影画像に関して不変の値が計算され得る
。不変特性は、異なる投影画像の管状臓器をマッチングさせるために利用される。歪みが
生じない場合でも、エピポーラ幾何の原理によって固有解が得られない状況（エピポーラ
線との対応の曖昧性）が生じる。第２グループの実施形態に係るこの新規のアプローチに
よって、このような状況における曖昧性が解消され易くなる。この関係は、管状臓器が局
所的に円筒構造を有するという仮定の下に正しいことが判明する。
【０１１３】
　エピポーラ条件及び投影面積値（密度測定値）を使用して不変関数を定義する工程。
　図３６は、管状臓器セグメントの３Ｄ円筒形表示を示している。Ｄを管状臓器の３Ｄ方
向とし、ＳをＤに直交する断面の面積（図１）とすると、｜Ｄ｜＝１となる。Ｖ１及びＶ

２を、管状臓器の２つの画像が撮像されたＣアーム方向とすると、｜Ｖ１｜＝１，｜Ｖ２

｜＝１となる。断面積は、視線方向が管状臓器に直交する（Ｖ１がＤに直交する）場合に
のみＳに等しくなる。一般的な場合において、断面積は、視線方向Ｖと直交断面Ｓの平面
との間の角度の余弦に反比例する。これは、断面積がＳ／ｃｏｓ（α）となることを意味
する（図３７）。
【０１１４】
　上述の余弦は、ベクトルＶとベクトルＤとの間の角度の正弦に等しい。従って、断面積
は次式により表わされる。
【０１１５】
【数４】

上式において、Ｖｉ
ＴＤは２つのベクトルの点乗積である。

【０１１６】
　Ｄ１及びＤ２を、画像平面への管状臓器方向の投影像とする。方向Ｄ１及びＤ２は管方
向に一致する。これにより次式が得られる。
（２）Ｄｉ＝Ｄ－（Ｖｉ

ＴＤ）Ｖｉ，　ｉ＝１，２
ここで、（２）のベクトルＤ１及びＤ２は正規化されていないことに留意されたい。
【０１１７】
　Ｖ１２を使用して、２つの視線ベクトルに直交する単位ベクトルがＶ１２＝Ｖ１×Ｖ２

／｜Ｖ１×Ｖ２｜と表される。ベクトルＶ１２は２つの画像のエピポーラ平面に直交する
ベクトルである。エピポーラ平面Ｅに対する管状臓器の投影方向の指標は、定義によりＶ

１２及び管状臓器方向のスカラー積である。
（３）Ｅ１≡Ｄ１

ＴＶ１２／｜Ｄ１｜かつＥ２≡Ｄ２
ＴＶ１２／｜Ｄ２｜

定理：投影面積及び可視エピポーラ線方向（ｖｉｓｉｂｌｅ　ｅｐｉ－ｐｏｌａｒ　ｏｒ
ｉｅｎｔａｔｉｏｎ）の比は全ての視線ペアに関して不変、すなわち次式である。
（４）Ｓ１／Ｅ１＝Ｓ２／Ｅ２

証明：
等式（１）及び（２）を使用して次式が得られる。
（５）Ｓ１

２（１－Ｖ１
ＴＤ）２）＝Ｓ２

２（１－（Ｖ２
ＴＤ）２）

（６）Ｄ１＋（Ｖ１
ＴＤ）Ｖ１＝Ｄ２＋（Ｖ２

ＴＤ）Ｖ２

等式（６）にＶ１２を乗じるとＤ１
ＴＶ１２＝Ｄ２

ＴＶ１２が得られ、表示（３）を使用
して次式が得られる。
（７）｜Ｄ１｜Ｅ１＝｜Ｄ２｜Ｅ２

等式（７）を２乗すると、等式（７）を｜Ｄ１｜２Ｅ１
２＝｜Ｄ２｜２Ｅ２

２として書き
直すことができる。等式（２）から、｜Ｄｉ｜２＝（Ｄ－（Ｖｉ

ＴＤ）Ｖｉ）Ｔ（Ｄ－（
Ｖｉ

ＴＤ）Ｖｉ）＝１－（Ｖｉ
ＴＤ）２が得られる。従って、次式が成り立つ。

（８）（１－（Ｖ１
ＴＤ）２）Ｅ１

２＝（１－（Ｖ２
ＴＤ）２）Ｅ２

２

等式（８）及び（５）を使用して等式（４）が得られるので定理が得られる。
【０１１８】
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　等式（８）により表される全ての指標は複数の画像に基づいて計算され、３Ｄ再構成を
行う必要がない。Ｓｉは、密度測定値として既知である－投影断面積値を画像の階調値を
使用して求める。上述のように、方向Ｄ１及びＤ２は、画像から抽出される２Ｄ中心線の
接線方向として計算され得る。
【０１１９】
　３つ以上の視線に基づく３Ｄ再構成の工程に関する新規の制約を定義する工程。
　３つ以上の投影画像に基づく３次元再構成の場合では、方向対応型制限（ｄｉｒｅｃｔ
ｉｏｎ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｃｅ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔ）を導入することができ
る。Ｄ１，Ｄ２，．．．，ＤＮを、３Ｄベクトルとして表される２Ｄ管状臓器中心線に接
するベクトルとする。次の条件が点マッチングに必要になる。マッチングした点に関して
、ベクトルＤ１，Ｄ２，．．．，ＤＮから成る行列の階数は３未満である。
【０１２０】
【数５】

　３つの投影画像（Ｎ＝３）に関して、等価なステートメントはベクトルＤ１，Ｄ２，Ｄ

３から成るゼロ行列式である。
【０１２１】
【数６】

　２Ｄ投影画像に基づく３Ｄ再構成方法
　説明を簡単にするために、工程が２つの２Ｄ投影画像に関して説明される。３つ以上の
２Ｄ投影画像に関する工程は、この説明を単純に一般化したものとなる。平行投影法が前
提とされ、全ての画像において識別される、または与えられる基準点と一致する３Ｄ原点
を通過する画像平面が考慮に入れられる。従って、画像平面において求められる全ての点
及び方向は、基準点及び既知の方向を使用して３Ｄ構成要素として表現されることができ
、かつ表現されることになる。
【０１２２】
　Ｌ１（１），Ｌ１（２），Ｌ１（３），．．．を、第１画像の管状臓器の中心線を表す
一連の点とし、Ｌ２（１），Ｌ２（２），Ｌ２（３），．．．を、第２画像の管状臓器の
中心線を表わす一連の点とする。前述の表示を使用すると、Ｖ１及びＶ２は投影方向であ
り、Ｖ１２は２つの視線ベクトルに直交するエピポーラ線方向である。インデックスｉが
、線Ｌ１上の或る点のインデックスとして使用され、インデックスｊが、線Ｌ２上の或る
点のインデックスとして使用される。Ｒ１（ｉ），Ｒ２（ｊ）を２つの投影画像から得ら
れる半径指標とし、Ｄ１（ｉ），Ｄ２（ｊ）を中心線正規化方向ベクトル指標とし、Ｓ１

（ｉ），Ｓ２（ｊ）を密度測定計算に基づく投影断面積指標とする。Ｐ１（ｉ）＝ｄｏｔ
（Ｌ１（ｉ），Ｖ１２），Ｐ２（ｊ）＝ｄｏｔ（Ｌ２（ｊ），Ｖ１２）をエピポーラ距離
とし、Ｅ１（ｉ）＝ｄｏｔ（Ｄ１（ｉ），Ｖ１２），Ｅ２（ｊ）＝ｄｏｔ（Ｄ２（ｊ），
Ｖ１２）の関係が得られる。Ｅの等価定義は、エピポーラ距離及び線分長の増分ｄＰ／ｄ
Ｌとして与えられ得る。
【０１２３】
　Ｎ及びＭを中心線の点の数として、矩形のインデックス領域ｉｊ：（１≦ｉ≦Ｎ）×（
１≦ｊ≦Ｍ）に関して定義される２つの変数ｉ及びｊの関数Ｆについて考察する。
Ｆ（ｉ，ｊ）＝Ｆ１（｜Ｐ１（ｉ）－Ｐ２（ｊ）｜）＋Ｃ２Ｆ２（｜Ｒ１（ｉ）－Ｒ２（
ｊ）｜）＋Ｃ３Ｆ３（｜Ｓ１（ｉ）Ｅ２（ｊ）－Ｓ２（ｊ）Ｅ１（ｉ）｜）＋Ｆ４（Ｅ１

（ｉ）Ｅ２（ｊ））
ここで、Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４は次の特性を有する関数である。Ｆ１（０）＝Ｆ２（０
）＝Ｆ３（０）＝０；Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３は単調増加関数である；Ｆ１（∞）＝∞；０≦Ｆ

２，Ｆ３≦１；
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【数７】

Ｃ２及びＣ３は重み付け係数である。
【０１２５】
　マッチング問題は、関数Ｆの最短経路発見問題の解として公式化される。すなわち、辺
ｉ＝１またはｊ＝１から始まって辺ｉ＝Ｎまたはｊ＝Ｍで終わり、値Ｆの最小合計が途中
に位置する単調連続経路（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ａｎｄ　ｍｏｎｏｔｏｎｉｃ　ｐａｔ
ｈ）が発見される。「連続」及び「単調な」という用語は、３つの可能なインデックス増
分ｉ，ｊ：（０，１），（１，０），（１，１）が存在することを意味する。最適化問題
は、動的プログラミング法またはダイクストラアルゴリズムによって解かれ得る。
【０１２６】
　目的関数の第１項Ｆ１（｜Ｐ１（ｉ）－Ｐ２（ｊ）｜）はソフトエピポーラ拘束であり
、この拘束ではエピポーラ条件Ｐ１（ｉ）＝Ｐ２（ｊ）からの大きな変位にペナルティが
課せられる。例えば、ペナルティ関数Ｆ１＝｜Ｐ１－Ｐ２｜／Ｔ）２は｜Ｐ１－Ｐ２｜＜
Ｔを満たす相違を許容し、かつ｜Ｐ１－Ｐ２｜＞Ｔを満たす大きな相違を許容しない。目
的関数の第２項Ｃ２Ｆ２（｜Ｒ１（ｉ）－Ｒ２（ｊ）｜）は、最適経路に沿った半径の類
似性を強める。第３項Ｃ３Ｆ３（｜Ｓ１（ｉ）Ｅ２（ｊ）－Ｓ２（ｊ）Ｅ１（ｉ）｜）は
、定理に記述される不変特性を表す。ここで、第３項はゼロによる除算に関連する特異点
を除去する形で表記される。第４項Ｆ４（Ｅ１（ｉ）Ｅ２（ｊ））は強い制約を実際に課
して、エピポーラ距離によってマッチングを得ることができる状態でも、逆向きのセグメ
ントがマッチングすることがないようにする。この項は、曖昧さが（エピポーラ線に関す
る問題）生じる状況においてマッチングが得られ易くなるように作用する場合が多い。公
式上、エピポーラ線方向指標Ｅ１（ｉ），Ｅ２（ｊ）が同じ符号を有する必要があるとい
う条件は、定理に記述される等式及び測定断面積が必ず正であるという事実に基づく。
【０１２７】
　従って、最適化目的関数Ｆ（ｉ，ｊ）は、２つの中心線の点の間の全ての考えられる対
応関係に関して定義される。最適化問題の解は、一方の中心線上の２Ｄ点と他方の中心線
上の２Ｄ点との間の対応マップである。次に、３次元再構成を得る工程が、文献に記載さ
れているように継続する。２Ｄ点からなるそれぞれのマッチングセットによって、１つの
３Ｄ点が例えば投影線からの距離を最小にする点として定義される。一連のこれらの３Ｄ
点が管状臓器の３次元再構成となる。
【０１２８】
　３つ以上の投影画像の場合、最適化工程は同様であり、かつ３Ｄ点は次のいずれかの方
法によって求められ得る。
　（ａ）それぞれの投影線ペアから得られる３Ｄ点を「平均化する工程」、または、
　（ｂ）３つ以上の投影線を使用して３Ｄ点、例えばこれらの線からの距離の合計を最小
にする点を求める工程。
【０１２９】
　また、３つ以上の投影画像の場合、上述の「３つ以上の視線から得られる３Ｄ再構成工
程に関して新規の制約定義する工程」のように、方向対応基準が最適化工程に取り入れら
れる。
【０１３０】
　基準点がスケルトン点、すなわちＬ１（ｉ０）及びＬ２（ｊ０）の一方である場合、基
準点ｉ０，ｊ０を通過する経路に最適化アルゴリズムを制限する更に別の制約が目的関数
に課される。
【０１３１】
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【数８】

ここで、目的関数の第１項－ペナルティ項Ｆ１（｜Ｐ１（ｉ）－Ｐ２（ｊ）｜）のみが基
準点によって変わることに注目されたい。
【０１３２】
　基準点が既知ではない場合、エピポーラ距離の差は、エピポーラ線方向に沿った移動量
に依存するワンパラメータの関数の族として表現されることができる。基準点（または移
動量）は、異なる方法により求められ得る。
【０１３３】
　・ＥをｄＰ／ｄＬとし，Ｐをエピポーラ距離とし、Ｌを中心線長とする場合のＥ１（ｉ
）＝０及びＥ２（ｊ）＝０の条件に従う点の中から基準点が選択され得る。
　・移動量、従って基準点は、任意の、かつ一時的な基準点までのエピポーラ距離の関数
として表される関数Ｓ１／Ｅ１及びＳ２／Ｅ２を関連付けることにより、または関数Ｒ１

及びＲ２を関連付けることにより求められ得る。
【０１３４】
　・基準点は、従来のペナルティ項Ｆ１（｜Ｐ１（ｉ）－Ｐ２（ｊ）｜）が次の表現式、
Ｆ１（｜Ｐ１（ｉ）－Ｐ２（ｊ）－（｜Ｐ１（ｉｓｔａｒｔ）－Ｐ２（ｊｓｔａｒｔ））
｜）に置き換えられる場合の最適化問題を解く工程において求められることができ、この
表現式において、Ｐ１，Ｐ２は、任意の、かつ一時的な基準点までの距離であり、ｉｓｔ

ａｒｔ，ｊｓｔａｒｔは、点（ｉ，ｊ）における現時点での最適マッチングセグメントの
第１点のインデックスである。
【０１３５】
　上述の方法の他に、本発明は管状臓器を撮像するシステムも意図し、このシステムはマ
イクロプロセッサを備え、このマイクロプロセッサは、上述の３次元再構成方法を使用し
て、管状臓器の３次元再構成を異なる透視方向から得られる管状臓器の２つ以上の血管造
影画像に基づいて実現するように構成される。本発明は特に、動脈樹に含まれる動脈の撮
像に適用され得る。
【０１３６】
　第３グループの実施形態
　本発明の第３グループの実施形態の目的は、３次元臓器再構成を２つよりも多くの血管
造影投影画像に基づいて自動的に行い、ユーザによる更に別の相互作用を必要としない、
すなわちユーザが更に別の血管造影画像の管状臓器を識別する必要がない方法及びシステ
ムを提供することにある。
【０１３７】
　２つの投影画像に基づいて行われる動脈のような管状臓器の３次元再構成は、先行技術
において公知の方法を用いて利用され得る。普通、この操作は、２つの第１の視線画像の
注目臓器を識別するために、ユーザによる幾つかの相互作用を必要とする。一旦、この再
構成が利用できるようになると、第３グループの実施形態によって、自動更新を一つ以上
の追加の投影画像に基づいて行う方法が実現される。２つの投影画像に基づいて再構成さ
れる３Ｄモデルが利用可能である場合、このモデルは、更に別の画像平面に、追加の既存
の当該投影画像に関する特定の視線配置に従って投影される。これにより大きな形状歪み
が生じ、この歪みによって、歪み自体が実際のＸ線画像と投影モデルとの間の未知の移動
量であることが明らかになる。第３グループの実施形態は、この移動量を、相関法を用い
て求めることができる。移動量が計算された後、第３画像における臓器トレース及び解析
が、投影モデルを第１近似として使用することにより実行される。次に、新規に検出され
るとともにトレースされる臓器の投影画像を使用して、３次元再構成の再計算が行われて
更に高い精度の近似が行われる。
【０１３８】
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　このグループの実施形態の第２の態様によれば、２つの視線画像に基づいて行われる３
次元再構成を利用して、微調整され、かつ追加の投影画像を取り入れた再構成の局所重み
が求められる。臓器の投影画像は、視線方向が臓器に直交する場合の３次元再構成を行う
ために最も多くの情報を提供する。更に、投影画像ペアは、視線方向が十分に離れている
場合に更に多くの情報を提供する。これらの特性は、臓器のセグメントに関して明らかに
局所的である。従って、これらの投影画像の一つの組み合わせは臓器の一つのセグメント
に関して好適であり、これらの投影画像の別の組み合わせは臓器の別のセグメントに関し
て好適である。
【０１３９】
　第３グループの実施形態は、微調整される３Ｄ再構成に関する２つの２Ｄ画像ソースの
組み合わせの局所重みを求めることを提案する。局所重みは、（２つの第１の投影画像に
基づいて再構成される）１次３Ｄモデル中心線と投影画像の視線ベクトルとの間の角度、
及び視線ベクトルの間の角度に従って求められる。
【０１４０】
　従って、第３グループの実施形態は、臓器の自動３次元再構成を３つ以上の投影画像に
基づいて行う新規の方法及びシステムに関する。一旦、２つの投影画像に基づく臓器の３
次元再構成が利用可能になると、本グループの実施形態は、更に別の投影による２Ｄ画像
の再構成臓器を自動的に識別し、（第１及び第２画像に対して行った方法と同じ方法で）
２Ｄ画像の臓器のトレース及び解析を自動的に行い、最終的に新規の投影画像を３次元再
構成に取り入れて３次元再構成の精度を上げる方法及びシステムを提供する。このような
アプローチは特に、動脈樹に含まれる動脈の撮像に適用され得る。
【０１４１】
　臓器の投影画像は、視線方向が臓器に直交する場合の３次元再構成を行うために最も多
くの情報を提供し、かつ大きく異なる視線による画像によって、大きく異なることがない
（近い）視線による画像の場合よりも精度の高い３Ｄ再構成を実現する。これらの２つの
特徴を実現するために、この第３グループの実施形態の幾つかは、２つの視線に基づいて
行われる３次元再構成を利用して微調整され、かつ更に別の投影画像を取り入れた再構成
の局所重みを求める新規の方法及びシステムを提供する。
【０１４２】
　特に、本グループの実施形態は、２つの第１の投影画像に追加される更に別の血管造影
投影画像を利用することができる場合の臓器の３次元再構成を更に高い精度で行う２つの
態様に関する。第１の態様は識別する工程、トレースする工程、及び更に別の投影画像を
再構成に取り入れる工程の自動化手順に言及する。第２の態様は、重み付け再構成工程を
行う新規の方法を提供し、重みは、視線角度によって変わる３Ｄモデルを再構成するため
の複数の投影画像の局所的な最適な組み合わせを表す。
【０１４３】
　更に別の投影画像の臓器を自動的に検出する方法
　Ａを、２つのマーキング済み画像に基づいて再構成される臓器セグメントの３Ｄモデル
とする。例えば、一般化円筒モデルを使用することができ、このモデルは、３次元中心線
及び複数の半径によって指定される円形直交断面から構成される。このモデルはＡ≡（Ｘ

ｉ，Ｙｉ，Ｚｉ，Ｒｉ）と表されることができ、ｉは３次元中心線に沿ったスケルトン点
のインデックスである。Ｉを、Ａの再構成に使用しなかった画像とする。Ｇを画像Ｉの既
知の形状とする。形状データＧは角度及び倍率の粗い推定値を含むが、Ｃアーム患者ベッ
ドの移動量を含まない。３ＤモデルＡをフローティング（ｆｌｏａｔｉｎｇ）と呼び、空
間における位置ではなく、寸法及び形状という点で真の臓器を意味するとともに表す。
【０１４４】
　形状データＧを使用するモデルＡを画像Ｉ平面に投影する操作は、２つの方法－バイナ
リにより、または現実的に実行され得る。「現実」投影は、画素の階調値を光線及びモデ
ルの交差部分の長さの関数として設定する。「バイナリ」投影は単に画素をゼロ及び１に
設定し、「１」は光線及びモデルの交差部分が存在したことを意味する。投影画像と血管
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造影画像Ｉとの間の移動量を求めるために、文献において公知になっている相関法を使用
して２つの画像を関連付ける必要がある。関連付けは、Ｉと「現実」投影画像または「バ
イナリ」投影画像との間で実行され得る。
【０１４５】
　移動量は画像Ｉの注目領域を定義し、３次元モデル投影は臓器の中心線の第１近似を提
供する。従って、工程は、先行技術において公知のように画像Ｉの臓器をトレースするこ
とにより継続し、臓器のパラメータ（半径、階調値．．．）を先行技術において公知のよ
うに計算し、最終的に、更に別の投影画像により得られるデータを３次元再構成に取り入
れる。
【０１４６】
　Ｎ（Ｎ＞２）個の２Ｄ投影画像に基づく３次元再構成の方法
　３Ｄ線を複数の投影画像に基づいて再構成する操作は最適化問題と考えられることがで
き、この問題の基本ステップは１つの点の再構成である。理論的には、１つの点を複数の
投影画像を使用して再構成する操作は、複数の２Ｄ投影画像に対応する複数の投影線の交
差部分を用いて行われることができる。実際には、これらの投影線は交差しない。交差す
る２つの線から得られる３Ｄ再構成点の本質的な一つの定義は、３Ｄ点を、複数の投影線
を結ぶ最短セグメントの中点として定義することができる。３つ以上の投影画像に基づく
３次元再構成は上述の考えを拡大し、３Ｄ点を同様の方法により求める。一例として直接
的な拡大を行って、（３つ以上の）投影線からの距離が最小になる３Ｄ点が選択される。
別の方法では、全ての投影画像ペアから得られる３Ｄ点が選択され、これらの点の幾何学
的関数として最終の再構成点が設定される。本グループの実施形態は新規のアプローチを
提案し、このアプローチでは、全ての投影画像ペアから得られる結果が実際に使用される
が、３Ｄ再構成結果が点のみの関数として設定されるのではなく、視線角度及び３Ｄモデ
ルの関係を利用して各ペア結果の重みが決定される。
【０１４７】
　Ｖ１，Ｖ２，．．．，ＶＮを視線方向とし、Ｌ１，Ｌ２，．．．，ＬＮを投影線とする
とＬｉ＝Ｐｉ＋λＶｉで表される等式が得られ、Ｐ１，Ｐ２，．．．，ＰＮは２Ｄ中心線
の点である（ｉは１つの投影画像に対するインデックスである）。
【０１４８】
　Ａを、インデックス１及び２が付された２つの投影画像に基づいて再構成される臓器セ
グメントの３Ｄモデルとする。これらの２つの投影画像１及び２に基づく１次再構成の結
果として、モデルＡの中心線の点が点Ｐ１，Ｐ２の基準となるようにする。Ｔを、点Ｐ１

，Ｐ２の基準となる領域における３ＤモデルＡの局所接線方向とする。Ｒｉｊを、投影線
ＬｉとＬｊとの間の最短セグメントの中点とする。単位ベクトルＶｉ，Ｖｊ及びＴから成
る３×３行列式を、Ｗｉｊ＝ｄｅｔ（Ｖｉ，Ｖｊ，Ｔ）として表す。交点は次の表現式に
より与えられる。
【０１４９】
【数９】

交差部分の等式は次式により与えられる。
【０１５０】
【数１０】

上式において、Ｄｉｊは線ＬｉとＬｊとの間の距離である。
【０１５１】
　再構成３Ｄ点は、各投影線ペアに関する交点の重み付け合計として定義される。重みは
２つの視線の相互配置及び基本３Ｄモデルの局所方向を表し、最大重み（１）は、共に臓
器にも直交する２つの直交視線を合成することにより得られるようになる。重みは、２つ
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の視線が互いに近接する、またはこれらの視線の内の一方が非常に大きく傾いている場合
にほぼゼロになる。ここで、重みの影響は局所的であることに注目されたい。視線ペアが
同じになると、その影響は臓器の一つのセグメントで最大となり、かつ別のセグメントで
最小となる。また、この定義では、３Ｄ再構成点を最適化工程の間に計算する必要がない
ことから、提案されるこの定義が極めて効率的であることに注目されたい。２つの投影線
の間の距離Ｄｉｊは単に、２つの点乗積の絶対差として計算されるエピポーラ距離の相違
である。
【０１５２】
　上述の方法の他に、この第３グループの実施形態は管状臓器を撮像するシステムも提供
し、このシステムはプロセッサを備え、このプロセッサは、上述の３次元再構成方法を使
用して、異なる透視方向から得られる２つ以上の管状臓器の血管造影画像に基づいて管状
臓器の３次元再構成を実現するように構成される。
【０１５３】
　他の改善項目
　本発明の上述の実施形態（グループ１，２，及び／又は３）は次の特徴の内の一つ以上
を含むことができ、各特徴はそれ自体が個別の実施形態を含むこともできる。
【０１５４】
　複数のデータ３ＤＲ再構成画像ページ：断面積グラフ及び病変解析測定値（例えば、直
径データ、Ｃアーム位置、他の基準データ）が同時に表示され、最大限の関連情報を最適
な方法で配信されてもよい（例えば、図３１を参照されたい）。
【０１５５】
　種々の投影位置に関するポップアップメニュー。種々の投影位置に関して表示されるポ
ップアップリスト（例えば、２Ｄ投影画像）、ＯＮＰ（次の最適投影位置）及び０，０）
。オペレータが３Ｄ画像を（例えば）２Ｄ画像と比較することを可能にするために、投影
画像の選択が３Ｄ画像を該当する投影位置にまで回転させてもよい。
【０１５６】
　３Ｄモデル及び／又はグラフのカラーコーディング及び他のデータ。カラーコーディン
グを行って狭窄の重症度、観察角度など（または複数のパラメータの組み合わせ）を示し
て医師の注意を問題のセグメントに向けさせることができる。
【０１５７】
　相関データ。血管の２Ｄトレースのデータを３Ｄモデルと相互参照してグラフにする。
全ての点が同時に完全に符合する。目印を表示して、例えばオペレータがデータを特定の
形で、または同時に調査することができるようにする。
【０１５８】
　断面積（統合出力）データを表すグラフ、及び直径情報のグラフ、またはこれらの組み
合わせのグラフを含む一つ以上のグラフ（例えば、図３４のスクリーンショットを参照さ
れたい）が表示されてもよい。直径データのグラフは血管に沿ったそれぞれの点の最大直
径及び最小直径を表すことから、このグラフは「偏心性」と称される。
【０１５９】
　エピポーラ／警告／バー／線。エピポーラ幾何は公知であり、かつ多くの文献に記載さ
れており、本発明の３ＤＲに使用される。しかしながら、３ＤＲは複数の画像がエピポー
ラ幾何に使用される場合にのみ実現される。従って、第１画像と組み合わせた第２画像が
３ＤＲの実現を容易にするために十分であるかどうかを判断するために、本発明の実施形
態はオペレータに可視表示手段を提供する。図３５Ａ，３５Ｂに示すように、一旦、オペ
レータが第１画像へのマーキングを完了し（図３５Ａ）、注目血管をオペレータが第２画
像の狭窄の上／近傍をクリックすると同時にトレースすると（図３５Ｂ）、システムは第
２画像上に、第１画像のマーキング及びエピバー３５３０の近傍に位置するエピポーラ線
（線３５１０及び３５２０）を表示する。
【０１６０】
　バーは３ＤＲの状態を示す。本図（図３５Ｂ）では、第２画像が第１画像と良好に組み
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合わされているかどうかを示すために、バーがカラーコード化されている。ここで、バー
が相対的に「白くなる」につれて、３ＤＲの状態が良好になる。従って、図３５Ｂのバー
は極めて白に近いことから、３ＤＲの状態は良好である（バーが相対的に「赤くなる」に
つれて３ＤＲの状態が悪くなることが示される）。
【０１６１】
　これらの図の多くはシステムの好適な実施形態のスクリーンショットを表わす。特に、
カテーテルキャリブレーションの好適な実施形態（図３３）、エッジトレース及び健康な
動脈の表示を含む２Ｄ画像関連データの表示（図２９）、注目血管及び３Ｄの健康な血管
に関する３ＤＲ結果の表示（図３１）、及び注目血管の定量解析結果（図３４）が提示さ
れ、この定量解析結果は、狭窄度（直径及び面積）、狭窄長、プラーク容積、最小内腔径
及び面積、基準（健康な）面積指標及び直径指標、偏心度及び観察角度のようなグラフ及
び特定の測定値の形で表示される。
【０１６２】
　ここまで多くの本発明の実施形態について記載してきたが、この技術分野の当業者には
、本開示はこれらの実施形態に制限されず、かつ上記実施形態は組み合わせて使用するこ
とができることが明らかである。更に、多くの他の実施形態及び開示した実施形態の変形
は本発明の技術範囲に含まれると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】本発明の一の実施形態に係るシステム、及びＣアームとの接続を行うインターフ
ェースを模式的に示す。
【図２】狭窄血管の３つの点のマーキングを示す。
【図３】血管網を含む血管映画撮影法による複数のフレーム画像の内の１つの画像を示す
。
【図４】間違いのトレースエッジを有する図３の画像である。
【図５】気泡領域を有する血管の模式図である。
【図６】エッジ補正に使用されるアイテムを基準とする血管映画撮影法による複数のフレ
ーム画像の内の１つの画像である。
【図７】注目血管の検出気泡を示す画像である。
【図８】最終のトレースエッジを示す図７の画像である。
【図９】隆起検出の様子を示す、血管映画撮影法による複数のフレーム画像の内の１つの
画像である。
【図１０】（隆起を有する）間違いのトレースエッジを有する図９の画像である。
【図１１】正しいエッジを有する図９の画像である。
【図１２】隆起検出及び除去工程を模式的に示す図である。
【図１３】隆起検出及び除去工程を模式的に示す更に別の図である。
【図１４】隆起検出及び除去工程を模式的に示す更に別の図である。
【図１５】中心線を定義する様子を示す注目血管の画像である。
【図１６】血管の典型的な断面を模式的に示す。
【図１７】血管の密度測定値を計算するアプローチを示す注目血管の画像である。
【図１８】本発明のある実施形態に係る密度測定の原理を模式的に示す。
【図１９Ａ】密度測定値を計算するための注目血管のプロファイル線を示す画像である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの画像に関連する密度測定値のグラフである。
【図２０Ａ】対応点マッチングを示す血管網の第１及び第２画像を示す。
【図２０Ｂ】対応点マッチングを示す血管網の第１及び第２画像を示す。
【図２１Ａ】健康な動脈を計算により求める様子を示す狭窄血管の画像である。
【図２１Ｂ】図２１Ａの狭窄血管を健康な動脈計算により求める様子を示すグラフである
。
【図２２Ａ】健康な動脈を計算により求める別の様子を示す狭窄血管の別の画像である。
【図２２Ｂ】図２２Ａの狭窄血管を健康な動脈計算により求める様子を示すグラフである
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【図２３】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２４】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２５】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２６】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２７】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２８】健康な血管の表示を求める操作を参照して得られる着目狭窄血管の画像である
。
【図２９】本発明に係る３ＤＲシステムのスクリーンショットであり、２Ｄ画像関連表示
（２Ｄの健康な動脈表示を含む）を示す。
【図３０】注目血管の３ＤＲである。
【図３１】３ＤＲに関連する情報の表示を含む３ＤＲのスクリーンショットである。
【図３２】本発明に係るシステムのスクリーンショットに現われるポップリストの例を示
す（注目血管の３ＤＲも示す）。
【図３３】本発明に係る３ＤＲシステムのスクリーンショットであり、校正方法を示す。
【図３４】本発明に係る３ＤＲシステムのスクリーンショットであり、グラフィックデー
タ表示を示す。
【図３５Ａ】注目血管のトレースエッジを示す第１画像である。
【図３５Ｂ】注目血管のトレースエッジを示す第２画像であり、この画像は、図３５Ａに
おいて撮像される画像＼血管との関係から、第２画像を３ＤＲの良好な候補として適用す
ることができることを示すエピポーラバー及びエピポーラ線を含む。
【図３６】本発明のある実施形態に係る管状臓器セグメントを３Ｄの円筒構造として表わ
す様子を示す。
【図３７】図３６に示すセグメントを通る断面領域を示す。
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